
教
部
省
設
置
前
後
の
政
治
過
程
と
西
本
願
寺

そ
の
政
教
関
係
を
再
考
す
る
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【
要
約
】

明
治
五
年
︵
一
八
七
二
︶
三
月
一
四
日
︑
宗
教
行
政
機
関
と
し
て
教
部
省
が
設
立
さ
れ
た
︒
本
稿
で
は
︑
教
部
省
設
置
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を

辿
る
こ
と
に
よ
り
︑
明
治
初
期
の
政
教
関
係
の
一
断
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
︒
そ
こ
で
は
特
に
︑
先
行
研
究
で
看
過
さ
れ
て
き
た
︑
組
織
と
し
て
の
西
本

願
寺
の
政
策
的
役
割
が
注
目
さ
れ
る
︒
西
本
願
寺
僧
侶
島
地
黙
雷
が
教
部
省
設
置
を
求
め
た
の
を
皮
切
り
に
︑
政
府
要
人
や
左
院
︑
神
祇
省
等
が
宗
教
制

度
の
再
編
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
議
論
を
交
わ
し
た
︒
表
面
的
に
は
︑
政
府
要
路
に
お
い
て
教
部
省
を
設
立
し
て
キ
リ
ス
ト
教
対
策
を
講
じ
る
こ
と
で
一
致

し
な
が
ら
も
︑
水
面
下
で
は
宗
教
的
な
神
道
観
に
基
づ
く
祭
政
一
致
を
目
指
す
左
院
と
︑
自
由
布
教
を
求
め
る
真
宗
勢
力
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
あ
っ
た
︒
留

守
政
府
内
で
は
岩
倉
使
節
団
と
交
わ
し
た
約
定
書
の
違
反
や
諸
外
国
か
ら
の
批
判
を
懸
念
す
る
も
︑
結
局
︑
真
宗
に
期
待
す
る
三
条
実
美
や
大
隈
重
信
ら

が
教
部
省
の
設
立
を
押
し
切
っ
た
︒
明
治
初
期
の
政
教
関
係
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
は
西
本
願
寺
で
あ
っ
た
︑
と
意
義
づ
け
ら
れ
よ
う
︒

史
林

一
〇
一
巻
六
号

二
〇
一
八
年
一
一
月

は

じ

め

に

明
治
五
年
︵
一
八
七
二
︶
三
月
一
四
日
︑
政
府
要
路
で
﹁
昼
寝
官①
﹂
と
揶
揄
さ
れ
た
神
祇
省
の
廃
止
に
伴
い
︑
宗
教
行
政
機
関
と
し
て
教
部

省
が
設
け
ら
れ
た
︒
本
稿
は
︑
教
部
省
設
置
を
め
ぐ
る
政
治
過
程
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
︑
明
治
初
期
の
政
教
関
係
︵
政
治
と
宗
教
の
関
係
︶
の
一

断
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
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周
知
の
通
り
︑
祭
政
一
致
の
理
念
を
掲
げ
る
維
新
政
府
は
︑
明
治
元
年
の
神
祇
官
再
興
に
よ
り
全
国
の
神
社
・
神
官
を
管
轄
下
に
置
き
︑
神

道
国
教
化
政
策
を
展
開
し
た
︒
仏
教
に
つ
い
て
は
明
治
三
年
設
置
の
民
部
省
寺
院
寮
が
管
轄
し
た
が
︑
廃
仏
毀
釈
や
キ
リ
ス
ト
教
対
策
な
ど
の

諸
問
題
を
解
決
す
る
に
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
神
道
国
教
化
政
策
を
改
め
る
べ
く
︑
国
民
教
化
政
策
を
担
っ
た
教
部
省
で
は
神
道
と

同
様
に
仏
教
勢
力
が
動
員
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

教
部
省
期
の
政
策
は
そ
の
重
要
性
か
ら
︑
明
治
初
期
の
宗
教
史
を
叙
述
す
る
に
は
不
可
欠
の
事
項
と
︑
戦
前
期
よ
り
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た②
︒

今
日
に
至
る
ま
で
教
部
省
が
展
開
す
る
国
民
教
化
政
策
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
が③
︑
本
格
的
に
設
置
自
体
の
政
治
過
程
の
検
討
が
な
さ
れ

る
の
は
︑
政
府
の
公
文
書
や
政
治
家
文
書
の
公
開
を
待
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
︒
宮
地
正
人
の
研
究
を
端
緒
と
し
て
︑
下
山
三
郎
や
阪
本
是
丸
︑

三
宅
守
常
ら
に
よ
り
設
置
過
程
の
紆
余
曲
折
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た④
︒
特
に
阪
本
は
﹁
国
家
神
道
﹂
形
成
段
階
の
一
齣
と
し
て
位
置
づ
け
た

点
で
研
究
史
上
特
筆
さ
れ
る
︒

具
体
的
な
政
策
的
役
割
を
果
た
し
た
人
物
に
注
目
し
た
成
果
も
生
ま
れ
て
い
る
︒
高
木
博
志
は
神
祇
官
僚
福
羽
美
静
の
役
割
に
注
目
し
て
神

道
国
教
化
政
策
の
崩
壊
過
程
と
し
て
跡
付
け⑤
︑
狐
塚
裕
子
は
設
置
に
際
し
て
左
院
副
議
長
江
藤
新
平
の
意
図
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
し
た⑥
︒
ま
た
︑
教
部
省
の
政
策
に
つ
い
て
は
︑
谷
川
穣
が
﹁
従
来
の
理
解
で
は
︑
仏
教
が
神
道
的
教
化
の
﹁
大
教
宣
布
運
動
﹂
に
従
事
さ
せ

ら
れ
た
︑
と
い
う
受
動
的
立
場
の
み
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
︑
む
し
ろ
︑
そ
れ
へ
の
積
極
的
な
協
力
が
当
初
は
表
明
さ
れ
て
い
た
﹂
と

通
説
的
な
理
解
を
修
正
す
る
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る⑦
︒
だ
が
本
格
的
な
検
討
に
至
っ
て
お
ら
ず
︑
明
治
初
期
の
政
教
関
係
を
読
み
解
く
上
で

は
︑
政
策
過
程
に
お
け
る
具
体
的
な
神
官
・
僧
侶
の
関
与
・
反
応
が
重
要
な
鍵
を
握
る
︒
近
年
で
は
︑
先
行
研
究
が
飽
和
状
態
に
達
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
か
︑
設
置
過
程
や
そ
の
趣
旨
な
ど
の
検
討
は
主
題
化
さ
れ
ず
︑
概
し
て
低
調
気
味
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
対
す
る
︑
本
稿
で
の
課
題
は
次
の
二
点
で
あ
る
︒
第
一
に
︑
全
体
像
を
再
検
討
す
る
上
で
根
拠
と
な
る
史
料
に
つ
い

て
で
あ
る
︒
狐
塚
裕
子
は
﹁
教
部
省
設
置
ま
で
の
具
体
的
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
必
ず
し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
﹂
と
言
い
︑

特
に
﹁
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
︑﹃
岩
倉
具
視
関
係
文
書
﹄
中
の
﹁
政
教
一
致
に
関
す
る
史
料
﹂
が
︑
先
の
三
条
の
添
書
と
左
院
建
議

教部省設置前後の政治過程と西本願寺（�岡）
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に
加
え
て
︑﹁
神
祇
省
御
改
革
書
類
概
略
抜
抄
﹂
な
る
八
章
に
及
ぶ
各
種
書
類
の
要
約
を
付
し
て
い
る
た
め
で
あ
る⑧
﹂
と
史
料
的
な
制
約
を
挙

げ
な
が
ら
複
雑
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
︒
先
行
研
究
で
は
主
に
国
立
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る
﹁
太
政
類
典
﹂﹁
公
文
録
﹂
な
ど
の
公
文
書
に
依

拠
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
れ
ら
は
当
該
期
間
に
限
れ
ば
あ
く
ま
で
編
纂
さ
れ
た
筆
写
史
料
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
明
治
六
年
五
月
の

皇
城
炎
上
に
よ
り
︑
そ
れ
以
前
の
太
政
官
の
公
文
書
は
灰
燼
に
帰
し
て
お
り
︑
一
次
史
料
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
足
枷
と
な
っ
て
い
る
︒
手
が

か
り
の
一
つ
と
さ
れ
た
の
が
狐
塚
の
い
う
﹁
神
祇
省
御
改
革
書
類
概
略
抜
抄⑨
﹂
で
あ
る
が
︑﹁
概
略
抜
抄
﹂
ゆ
え
の
史
料
的
限
界
が
あ
る
た
め
︑

そ
の
底
本
の
特
定
こ
そ
が
経
緯
解
明
の
突
破
口
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
そ
の
原
史
料
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
﹁
神
祇
省
御
改
革
書
類

附
教
部
省
建
議
幷
章
程
﹂︵
国
立
公
文
書
館
所
蔵⑩
︶
に
注
目
し
た

い
︒
当
該
史
料
は
こ
れ
ま
で
焼
失
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
か
︑
そ
の
存
在
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
皇
城
炎
上
で
焼
失
を
免

れ
た
公
文
書
の
一
つ
と
思
わ
れ
︑
設
立
前
後
の
議
論
に
触
れ
ら
れ
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
︒
こ
れ
は
①
太
政
官
下
問
書
︑
②
そ
の
原
案
︑
③
左

院
建
議
を
は
じ
め
と
し
て
福
羽
美
静
ら
神
祇
省
︑
左
院
少
議
生
の
鴻
雪
爪
︑
島
地
黙
雷
・
安
国
淡
雲
な
ど
西
本
願
寺
僧
侶
︑
在
東
京
の
仏
教
諸

宗
僧
侶
の
建
議
な
ど
か
ら
成
る
書
類
で
あ
る
︒
教
部
省
の
設
置
問
題
は
︑
本
史
料
の
分
析
を
起
点
に
し
て
議
論
す
べ
き
で
あ
る
︒
本
史
料
以
外

に
も
︑
教
部
省
設
置
を
求
め
た
声
を
で
き
る
限
り
拾
い
集
め
て
︑
様
々
な
選
択
肢
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
思
決
定
が
な
さ
れ
た
の
か
︑
設
立

前
後
の
諸
勢
力
図
を
再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
︒

第
二
に
︑
真
宗
勢
力
の
動
向
に
関
す
る
矛
盾
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
明
治
四
年
九
月
に
教
部
省
設
置
を
求
め
る
建
議
を
な
し
た
真
宗
僧
侶
島
地

黙
雷
の
役
割
か
ら
︑
先
行
研
究
の
中
で
も
特
に
阪
本
是
丸
や
狐
塚
裕
子
ら
は
︑
教
部
省
設
立
時
の
真
宗
勢
力
の
影
響
力
に
言
及
し
て
き
た
︒
だ

が
︑
教
部
省
が
設
立
さ
れ
る
と
い
う
段
に
は
︑
島
地
は
欧
州
視
察
に
旅
立
ち
︑
日
本
を
不
在
に
し
て
い
た
︒
真
宗
の
代
表
者
た
る
島
地
の
影
響

力
は
否
定
し
な
い
が
︑
建
議
書
一
つ
で
留
守
政
府
が
設
立
に
動
い
た
と
考
え
る
に
は
無
理
が
あ
る
︒
西
本
願
寺
の
一
僧
侶
で
あ
る
島
地
が
な
ぜ

建
議
書
を
認
め
た
の
か
︑
ど
の
よ
う
な
西
本
願
寺
の
意
図
を
持
っ
て
設
立
に
動
い
て
い
た
の
か
︑
他
の
僧
侶
の
動
向
も
含
め
て
解
明
す
る
必
要

が
あ
る
︒
総
じ
て
言
え
る
の
は
︑
先
行
研
究
で
は
島
地
黙
雷
の
役
割
と
真
宗
の
そ
れ
と
を
同
義
に
扱
う
傾
向
が
強
く
︑
真
宗
教
団
の
政
策
関
与
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の
内
実
に
迫
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

そ
こ
で
先
行
研
究
の
成
果
と
以
上
二
点
の
課
題
を
踏
ま
え
︑
本
稿
で
は
政
教
関
係
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
︒
試
み
に
研
究
手
法
の
問
題
点
を

挙
げ
た
林
淳
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
れ
ば
︑﹁
近
代
の
政
教
関
係
の
一
環
と
し
て
仏
教
史
を
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
︒
近
代
仏
教
研
究
は
︑

制
度
史
的
な
基
礎
研
究
に
欠
け
る
点
で
︑
国
家
神
道
研
究
に
後
れ
を
と
っ
て
い
る⑪
﹂
と
の
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
︒
本
稿
と
し
て
も
こ
の
指

摘
を
踏
ま
え
て
︑
政
教
関
係
の
一
環
と
し
て
︑
島
地
個
人
の
役
割
に
と
ど
ま
ら
な
い
組
織
と
し
て
の
西
本
願
寺
の
政
策
的
役
割
に
注
目
し
た
い
︒

従
っ
て
︑
本
稿
で
用
い
る
史
料
に
つ
い
て
も
制
度
面
を
明
ら
か
に
す
る
公
文
書
に
加
え
て
︑
真
宗
僧
侶
の
多
様
な
動
向
を
つ
か
む
上
で
有
益
な

本
願
寺
文
書
︵
本
願
寺
史
料
研
究
所
保
管
﹁
本
願
寺
文
書
﹂︶
や
寺
院
所
蔵
文
書
な
ど
の
新
出
史
料
も
積
極
的
に
活
用
す
る
︒

具
体
的
な
検
討
作
業
と
し
て
は
︑
第
一
に
教
部
省
設
置
構
想
を
提
起
す
る
島
地
黙
雷
や
左
院
︑
神
祇
省
等
が
政
府
要
人
へ
い
か
に
働
き
か
け

た
の
か
を
︑
明
ら
か
に
す
る
︒
第
二
に
︑
島
地
が
洋
行
で
不
在
の
中
で
西
本
願
寺
と
し
て
ど
の
よ
う
に
政
府
に
対
し
設
置
工
作
を
講
じ
た
の
か
︑

政
府
内
の
政
治
状
況
を
踏
ま
え
て
教
部
省
設
置
の
決
定
過
程
を
分
析
す
る
︒
第
三
に
︑
教
部
省
が
設
置
当
初
に
掲
げ
た
方
針
や
設
置
後
の
左
院

と
旧
神
祇
省
と
の
対
立
状
況
を
確
認
し
た
上
で
︑
教
部
省
設
置
に
対
す
る
西
本
願
寺
の
反
応
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
︒

な
お
︑
史
料
の
引
用
に
あ
た
り
︑
表
記
を
旧
字
体
か
ら
新
字
体
に
適
宜
改
め
︑
カ
ッ
コ
・
句
読
点
等
は
特
に
断
ら
ぬ
限
り
す
べ
て
筆
者
に
よ

る
︒
年
月
日
に
つ
い
て
は
︑
明
治
五
年
以
前
は
太
陰
暦
︑
明
治
六
年
以
降
は
太
陽
暦
で
あ
る
︒
そ
の
他
︑
現
在
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
は
︑
明

治
一
〇
年
に
﹁
真
宗
本
願
寺
派
﹂
が
正
式
名
称
と
し
て
認
可
さ
れ
る
が
︵
内
務
省
達
乙
第
四
一
号
︶
︑
本
稿
で
は
便
宜
的
に
﹁
西
本
願
寺
﹂
の
名

称
を
用
い
る
︒

①

芳
村
正
秉
﹁
明
治
初
年
の
政
府
と
神
仏
二
教
﹂︵﹃
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史

料
﹄
第
一
巻
︑
名
著
出
版
︑
一
九
八
四
年
︶︑
二
〇
八
頁
︒

②

村
上
専
精
﹃
真
宗
全
史
﹄︵
丙
午
出
版
社
︑
一
九
一
六
年
︶︑
土
屋
詮
教
﹃
明
治

仏
教
史
﹄︵
三
省
堂
︑
一
九
三
九
年
︶︑
徳
重
淺
吉
﹃
維
新
政
治
宗
教
史
研
究
﹄

︵
目
黒
書
店
︑
一
九
四
三
年
︶︑
阪
本
健
一
﹁
明
治
神
道
史
﹂︵
同
﹃
明
治
神
道
史

の
研
究
﹄
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
三
年
︑
一
九
四
三
年
初
出
︶
な
ど
︒

③

教
部
省
が
展
開
し
た
国
民
教
化
政
策
や
︑
そ
の
実
務
を
担
う
教
導
職
制
度
︑
同

省
の
外
郭
組
織
で
あ
る
大
教
院
の
研
究
に
つ
い
て
は
︑
枚
挙
に
遑
が
な
い
︒
近
年

で
は
︑
教
部
省
の
外
郭
団
体
と
し
て
国
民
教
化
を
担
っ
た
大
教
院
の
包
括
的
検
討

か
ら
明
治
初
期
宗
教
行
政
を
見
通
し
た
小
川
原
正
道
︵﹁
大
教
院
の
崩
壊

島
地

教部省設置前後の政治過程と西本願寺（�岡）
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黙
雷
の
大
教
院
分
離
運
動

﹂︿
同
﹃
大
教
院
の
研
究

明
治
初
期
宗
教
行
政
の

展
開
と
挫
折

﹄
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
四
年
︑
一
九
九
九
年
初
出
﹀︶

や
︑﹁
宗
教
と
教
育
の
分
離
﹂
理
念
受
容
を
明
ら
か
に
し
て
︑
教
部
省
の
政
策
を

再
検
討
し
た
谷
川
穣
︵﹁
教
部
省
教
化
政
策
の
展
開
と
挫
折
﹂︿
同
﹃
明
治
前
期
の

教
育
・
教
化
・
仏
教
﹄
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
〇
八
年
︑
二
〇
〇
〇
年
初
出
﹀︶
ら

の
労
作
も
生
ま
れ
て
い
る
︒

④

宮
地
正
人
﹁
近
代
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
成
過
程
の
特
質
﹂︵
同
﹃
天
皇
制

の
政
治
史
的
研
究
﹄
校
倉
書
房
︑
一
九
八
一
年
︑
一
九
七
六
年
初
出
︶︑
下
山
三

郎
﹁
近
代
天
皇
制
論
﹂︵
家
永
三
郎
教
授
東
京
教
育
大
学
退
官
記
念
論
集
刊
行
委

員
会
編
﹃
近
代
日
本
の
国
家
と
思
想
﹄
三
省
堂
︑
一
九
七
九
年
︶︑
阪
本
是
丸

﹁
教
部
省
設
置
の
事
情
と
伝
統
的
祭
政
一
致
観
の
敗
退
﹂︵
同
﹃
明
治
維
新
と
国

学
者
﹄
大
明
堂
︑
一
九
九
三
年
︑
一
九
七
九
年
初
出
︶︑
同
﹁
教
部
省
の
設
置
と

政
教
問
題
﹂︵
同
﹃
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
九
四
年
︑

一
九
八
三
年
初
出
︶︑
同
﹁
日
本
型
政
教
関
係
の
形
成
過
程
﹂︵
井
上
順
孝
・
阪
本

是
丸
編
﹃
日
本
型
政
教
関
係
の
誕
生
﹄
第
一
書
房
︑
一
九
八
七
年
︶︑
三
宅
守
常

﹁
教
部
省
設
置
前
に
お
け
る
神
道
と
仏
教
の
相
克
﹂︵
同
﹃
三
条
教
則
と
教
育
勅

語

宗
教
者
の
世
俗
倫
理
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
﹄
弘
文
堂
︑
二
〇
一
五
年
︑
一
九
八

七
年
初
出
︶︒

⑤

高
木
博
志
﹁
神
道
国
教
化
政
策
崩
壊
過
程
の
政
治
史
的
考
察
﹂︵﹃
ヒ
ス
ト
リ

ア
﹄
第
一
〇
四
号
︑
一
九
八
四
年
︶︒

⑥

狐
塚
裕
子
﹁
教
部
省
の
設
立
と
江
藤
新
平
﹂︵
福
地
惇
・
佐
々
木
隆
編
﹃
明
治

日
本
の
政
治
家
群
像
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
三
年
︶︒

⑦

谷
川
穣
﹁
明
治
維
新
と
仏
教
﹂︵
末
木
文
美
士
編
﹃
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
一
四

日
本
Ⅳ

近
代
国
家
と
仏
教
﹄
佼
成
出
版
社
︑
二
〇
一
一
年
︶︑
四
二
頁
︒

⑧

前
掲
狐
塚
裕
子
﹁
教
部
省
の
設
立
と
江
藤
新
平
﹂︑
一
五
六
頁
︒

⑨

﹁
神
祇
省
御
改
革
書
類
概
略
抜
抄
﹂︵﹃
岩
倉
具
視
関
係
文
書
﹄
七
︿
日
本
史
籍

協
会
︑
一
九
三
四
年
﹀︑
四
三
八
～
四
四
六
頁
︶︒

⑩

単
〇
一
〇
八
二
一
〇
〇
︒
一
九
七
一
年
に
国
立
公
文
書
館
の
開
館
と
同
時
に
︑

旧
総
理
府
か
ら
移
管
さ
れ
た
公
文
書
で
あ
る
︒
表
紙
の
色
か
ら
﹁
青
表
紙
文
書
﹂

と
呼
ば
れ
る
単
行
書
類
で
︑
内
史
及
び
太
政
官
書
記
官
の
公
文
書
が
多
く
を
占
め

る
︵
中
野
目
徹
﹁﹁
青
表
紙
文
書
﹂
の
復
元
と
そ
の
史
料
的
位
置
﹂︿
同
﹃
近
代
史

料
学
の
射
程

明
治
太
政
官
文
書
研
究
序
説
﹄
弘
文
堂
︑
二
〇
〇
〇
年
﹀︶︒

⑪

林
淳
﹁
近
代
仏
教
と
国
家
神
道

研
究
史
の
素
描
と
問
題
点
の
整
理

﹂

︵﹃︵
愛
知
学
院
大
学
︶
禅
研
究
所
紀
要
﹄
第
三
四
号
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑
八
九
頁
︒

第
一
章

教
部
省
設
置
構
想
の
提
起

�

維
新
期
西
本
願
寺
の
政
治
姿
勢

維
新
期
の
宗
教
政
策
は
︑
短
期
間
の
う
ち
に
目
ま
ぐ
る
し
く
変
転
す
る
︒
周
知
の
通
り
︑
維
新
政
府
は
﹁
神
武
創
業
ノ
始
﹂
に
基
づ
く
祭
政

一
致
の
理
念
の
も
と
︑
慶
応
四
年
︵
一
八
六
八
︶
閏
四
月
二
一
日
に
神
祇
官
を
再
興
し
た
︵
太
政
官
第
三
三
一
︶
︒
以
後
︑
長
州
藩
と
の
政
治
的
関

係
を
背
景
に
政
府
首
脳
に
近
い
津
和
野
藩
主
亀
井
茲
監
︑
同
藩
士
福
羽
美
静
ら
が
神
祇
行
政
の
主
導
権
を
握
り
︑
神
道
国
教
化
政
策
を
推
進
し

76 (934)



た①
︒
全
国
の
神
社
・
神
官
を
管
轄
下
に
置
く
一
方
で
︑
神
道
中
心
の
国
家
方
針
の
も
と
で
は
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
排
除
さ
れ
て
い
た
︒
宗
教

を
め
ぐ
る
問
題
は
対
外
的
・
政
治
的
な
事
情
と
も
相
俟
っ
て
錯
雑
と
し
︑
決
し
て
一
様
で
は
な
い
︒

こ
う
し
た
激
動
す
る
明
治
初
期
に
お
い
て
︑
仏
教
諸
宗
派
の
中
で
も
宗
教
政
策
形
成
の
主
体
と
な
っ
た
の
は
︑
真
宗
で
あ
っ
た
︒
真
宗
と
い

っ
て
も
宗
派
に
よ
っ
て
異
な
り
︑
近
年
で
は
維
新
期
の
東
西
本
願
寺
の
動
向
を
論
じ
た
谷
川
穣
が
︑
宗
派
の
違
い
を
念
頭
に
置
い
た
真
宗
の
役

割
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る②
︒
東
西
本
願
寺
は
と
も
に
時
勢
を
見
極
め
て
幕
府
や
朝
廷
・
公
家
な
ど
の
政
治
権
力
へ
の
接
近
を
模
索
し
て
い
た

た
め
︑
維
新
後
の
政
治
的
人
脈
が
開
か
れ
た
︒
加
え
て
︑
明
治
四
年
︵
一
八
七
一
︶
に
境
内
地
以
外
の
社
寺
領
を
官
有
地
に
編
入
す
る
上
知
令

が
出
さ
れ
て
も
︑
他
の
領
地
を
持
っ
て
い
な
い
真
宗
は
︑
他
の
仏
教
諸
宗
派
に
比
べ
て
経
済
的
影
響
が
少
な
か
っ
た
点
で
も
有
利
と
な
っ
た③
︒

新
田
均
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ま
さ
に
﹁
真
宗
が
明
治
前
半
期
の
宗
教
政
策
形
成
過
程
の
重
要
な
主
体
で
あ
っ
た④
﹂
と
い
え
る
︒

仏
教
諸
宗
派
に
と
っ
て
自
ら
の
抱
え
る
諸
問
題
を
解
決
す
る
窓
口
を
持
た
な
い
な
か
で
突
破
口
を
開
い
た
の
は
︑
特
に
西
本
願
寺
の
僧
侶
た

ち
で
あ
っ
た
︒
維
新
政
府
へ
の
接
近
と
い
う
点
で
あ
れ
ば
東
本
願
寺
も
同
様
で
あ
っ
た
が
︑
西
本
願
寺
は
特
に
長
州
藩
と
の
密
接
な
関
係
を
足

掛
り
に
し
て
政
府
の
宗
教
政
策
へ
も
容
喙
す
る
よ
う
に
な
る
︒
明
治
三
年
九
月
︑
西
本
願
寺
僧
侶
の
島
地
黙
雷
・
大
洲
鉄
然
は
﹁
寺
院
寮
設
立

請
願
書
﹂
を
集
議
院
へ
提
出
す
る
﹇
�

Ｃ
﹈︵
以
下
︑︻
表
︼
の
典
拠
は
﹇
番
号

主
要
出
典
﹈
の
順
に
略
示
す
る
︶
︒
慶
応
四
年
よ
り
始
ま
る
本
山
改

革
運
動
か
ら
台
頭
し
た
島
地
・
大
洲
ら
が
︑
政
府
の
宗
教
政
策
再
編
に
関
与
し
て
ゆ
く
端
緒
で
あ
っ
た
︒
明
治
三
年
七
月
に
寺
院
行
政
を
司
る

初
め
て
の
官
署
と
し
て
民
部
省
社
寺
掛
が
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
︑
島
地
ら
は
寺
院
行
政
の
不
備
を
憂
い
て
︑﹁
寺
院
ノ
為
別
官
員
御
立
被

為
遊
⁝
民
心
安
堵
ノ
一
端
ニ
モ
相
備
リ
︑
自
然
御
政
治
之
小
裨
ニ
可
相
成
﹂
と
新
た
に
寺
院
寮
の
設
置
を
要
請
し
た
︒
閏
一
○
月
二
〇
日
に
は

民
部
省
内
へ
の
寺
院
寮
の
設
立
が
実
現
し
た
︵
太
政
官
布
告
第
七
五
四
︶
︒
背
景
に
は
島
地
・
大
洲
と
同
じ
く
長
州
藩
出
身
で
民
部
大
輔
で
あ
っ

た
参
議
の
広
沢
真
臣
や
参
議
木
戸
孝
允
ら
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る⑤
︒

だ
が
寺
院
寮
は
︑
廃
仏
問
題
な
ど
を
は
じ
め
と
し
た
諸
問
題
の
解
決
を
期
待
さ
れ
な
が
ら
も
︑
翌
年
一
月
に
広
沢
が
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
︑
強
力
な
後
ろ
盾
を
失
う
︒
同
年
四
月
︑
島
地
は
再
び
建
議
を
認
め
て
富
山
藩
合
寺
事
件⑥
の
解
決
を
求
め
る
も
︑
何
等
対
策
を
講
じ
な
い
寺

教部省設置前後の政治過程と西本願寺（�岡）
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78 (936)

標 題 出典（頁数／史料番号）

「寺院ノ為官員ヲ立総テノ弊習ヲ一洗セント乞フ」（内題「諸

宗改正ニ付寺院官員御立被仰付度旨建白」）
Ｃ(記00429100) Ｋ(p. 418)

「寺院寮設立請願書」 Ｍ(p. 1)

「教義ヲ督スルノ一官ヲ設ケ玉ハンコトヲ請建言」 Ｄ(単01082100)

「宣教ノ官ニ換ルニ総シテ教義ヲ督スルノ官ヲ以テシ僧侶ヲ督

正シテ布教ノ任ニ充テ以テ外教ヲ防カシメ玉ハンコトヲ請建言

（教部省開設請願書）」

Ｍ(pp. 6-10)

「仏教興隆・妖教防止ノ議」 Ｈ(A4132)

「教部建白」 Ｎ

「教部云々之議」 Ｇ(R15 282-6) Ｉ(pp. 162-166)

「邪宗侵入扞防ノ為メ寺院省ヲ設ケ人民教導等ノ儀建言」 Ａ(公00574100)

「闔国寺院ヲ管轄スル一官ヲ置キ、数十万ノ僧徒ヲ提醒シ、噉

肉畜妻皆綱常葬倫ニ本ツキ人間ノ実用ヲ以テ、億兆ヲ風誘シ

益々皇政ヲ翼賛セシメンコトヲ請フ」

Ｄ(単01082100)

「耶蘇天主防禦建言」 Ｄ(単01082100)

「仏教諸宗ヲ統轄スル省寮ヲ創設シ耶蘇教ヲ防止スルノ議」 Ｈ(A4129) Ｋ(pp. 586-587)

「教部省設置等ノ儀ニ付左院建議」 Ｂ(公00575100) Ｄ(単01082100)

「宮中祭祀及教部省設置之儀ニ付左院ヨリ審議上陳案」 Ｅ(73921)

「左院建議」 Ｊ(pp. 16-17)

〔太政官下問書〕 Ｂ(公00575100) Ｄ(単01082100)

「外務兵部文部三省卿輔ヘ下問」 Ｊ(pp. 17-18)

〔神祇省建議〕 Ｄ(単01082100)

「明治五年敬神教化振興策建議」（「神宮東京奉祀案」「神祇職

員敬神策意見」）
Ｌ(pp. 130-135)

「僧家改弊建白」 ＯＰ(p. 200)

「宗教政務ノ儀ニ付両本願寺建白書」 Ｆ(72023)

〔寺院総括機関ノ設置ヲ請フノ書〕 Ｈ(A4130) Ｋ(p. 587)

年・第123巻・辛未八月〜壬申三月・神祇省伺（同前所蔵），Ｃ：「記録材料 雑書」（同前所蔵），Ｄ：「神祇

館所蔵），Ｆ：「明治初年諸寺院嘆願書及関係文書 下」（同前所蔵），Ｇ：「江藤新平関係文書」（佐賀県立図

「教部省設置の事情と伝統的祭政一致観の敗退」〈同『明治維新と国学者』大明堂，1993年〉），Ｊ：内閣記

（筑摩書房，2000年），Ｌ：河野省三蔵「神道講義」（河野省三『宮川随筆』〈神宮司庁教導部，1962年〉），

教部建白 南都天界寺募田疏 二教畧論」（龍谷大学大宮図書館所蔵），Ｏ：「華園家暦」明治
年�月13日

宗』〈同朋舎，1983年〉）.
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表 明治初期の宗教行政機関の設置に関する建議

番号 年月日 差出名 宛 先

1 明治�年�月20日
築地本願寺内 妙誓寺（島地）黙雷・

覚法寺（大洲）鉄然
集議院

2 明治�年�月 島地黙雷 ―

3 ― 江藤新平 三条実美ヵ

4 明治�年10月�日 左院 正院

5 明治�年10月 鴻雪爪 ―

6 明治�年11月

寛永寺津梁院徳門等34名（天台宗	名、

浄土宗	名、浄土真宗
名、曹洞宗11

名、時宗�名、真言宗�名、日蓮宗�

名、臨済宗�名）

―

7 明治�年12月22日 左院 正院

8 明治
年�月18日 （三条）実美
外務卿(副島種臣)・兵部大輔

(山県有朋)・文部卿(大木喬任)

9 明治
年�月22日

神祇大輔福羽美静・神祇少輔門脇重

綾・神祇少丞戸田忠至・神祇少丞澤簡

徳・神祇少丞天野正世・六等出仕醍醐

忠敬・七等出仕青山景通・七等出仕三

田葆光

―

10 明治
年�月 興正寺（華園）信教・摂信 集議院

11 明治
年�月 東西本願寺
三条実美ヵ

大隈重信ヵ

※出典 Ａ：「公文録」明治�年・第122巻・辛未・左院伺（国立公文書館所蔵），Ｂ：「公文録」明治�

省御改革書類 附教部省建議幷章程」（同前所蔵），Ｅ：「維新当時建白書類雑纂五」（宮内庁宮内公文書

書館所蔵），Ｈ：「大隈文書」（早稲田大学図書館所蔵），Ｉ：「三条家文書」（神宮文庫所蔵）（阪本是丸

録局編『法規分類大全』第一編官職門七至九（内閣記録局，1891年），Ｋ：『明治建白書集成』第�巻

Ｍ：『島地黙雷全集』第�巻（本願寺出版協会，1973年），Ｎ：「航海私議 榕陰洋行文 在英榕陰建言

条（興正寺所蔵文書），Ｐ：『摂信上人勤王護法録』興教書院，1909年（『真宗史料集成11 維新期の真



院
寮
に
対
し
﹁
今
新
ニ
宣
教
ノ
職
ヲ
置
ク
︑
不
肖
其
何
ノ
為
ナ
ル
カ
ヲ
知
ラ
ス
﹂
と
非
難
す
る⑦
︒
根
本
的
に
諸
問
題
を
解
決
す
る
窓
口
と
は
な

り
得
な
か
っ
た
寺
院
寮
へ
の
失
望
感
が
生
ま
れ
︑
問
題
意
識
を
強
め
る
結
果
と
な
っ
た
︒
畳
み
か
け
る
よ
う
に
︑
七
月
二
七
日
に
は
民
部
省
が

大
蔵
省
へ
合
併
さ
れ
る
に
伴
い
廃
寮
さ
れ
る
︵
太
政
官
第
三
七
六
︶
︒
そ
の
事
務
は
大
蔵
省
戸
籍
寮
社
寺
課
へ
引
き
継
が
れ
る
も
︑
そ
の
職
務
権

限
は
大
き
く
縮
小
し
た
︵
八
月
一
九
日
︑
戸
籍
寮
事
務
章
程
︶
︒
以
後
︑
神
祇
省
の
あ
り
方
を
含
め
た
宗
教
行
政
全
般
の
再
編
へ
と
舵
を
切
り
︑
朝

野
問
わ
ず
議
論
百
出
し
て
ゆ
く
︒

�

島
地
黙
雷
の
教
部
省
設
置
建
議
と
仏
教
者

明
治
四
年
秋
か
ら
翌
五
年
三
月
の
教
部
省
設
置
に
至
る
ま
で
の
期
間
は
︑︻
表
︼
に
示
す
よ
う
に
宗
教
行
政
機
関
の
設
置
を
求
め
る
多
く
の

声
が
集
中
し
た
時
期
で
あ
る
︒
宗
教
行
政
の
再
編
を
提
起
す
る
皮
切
り
と
な
っ
た
の
は
︑
西
本
願
寺
僧
侶
の
島
地
黙
雷
で
あ
っ
た
︒
明
治
四
年

九
月
に
提
出
さ
れ
た
︑
い
わ
ゆ
る
教
部
省
開
設
請
願
書
で
あ
る
﹇
�

Ｍ
﹈
︒
こ
れ
ま
で
こ
の
請
願
書
は
︑
当
該
期
の
宗
教
行
政
を
論
じ
る
上
で

必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
論
及
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
ほ
ど
に
重
要
な
建
議
で
あ
る
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
だ
が
︑
先
行
研
究
で
読
み

解
か
れ
て
き
た
特
徴
は
主
に
二
点
に
分
類
で
き
る⑧
︒

ま
ず
︑
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
強
い
危
機
感
で
あ
る
︒
建
議
の
具
体
的
な
中
身
へ
と
目
を
落
と
す
と
︑
冒
頭
に
﹁
方
今
袄
教
ノ
民
ニ
入
ル
︑
日
ニ

一
日
ヨ
リ
モ
熾
﹂
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
は
﹁
国
家
ノ
禍
害
﹂
だ
と
指
摘
す
る
︒
神
祇
省

宣
教
使
に
対
し
て
は
︑﹁
其
道
自
ラ
不
言
ノ
間
ニ
存

ス
ル
ト
キ
ハ
言
説
ノ
教
未
タ
備
ラ
ス
︑
而
勧
誡
ノ
術
未
タ
詳
ナ
ラ
ス
﹂
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
対
策
で
実
績
の
上
が
ら
な
い
現
状
の
政
策
に
批
判
が

及
ん
で
い
る
︒

次
に
︑
政
教
一
致
の
志
向
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
仏
教
は
﹁
仏
皇
国
ニ
ア
ル
千
有
余
年
﹂︑﹁
其
間
ニ
民
心
ヲ
維
持
シ
︑
風
化
ヲ
裨
補
﹂
し
て
き

た
の
だ
か
ら
︑﹁
時
勢
ノ
最
モ
先
ス
ヘ
キ
﹂
仏
教
こ
そ
が
﹁
防
邪
﹂︑
つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
対
策
に
あ
た
る
べ
き
と
語
気
を
強
め
る
の
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
島
地
の
経
験
か
ら
自
ら
が
陣
頭
に
立
ち
対
策
を
講
じ
た
﹁
残
暴
寺
ヲ
合
シ
︑
数
百
ノ
僧
侶
ヲ
シ
テ
一
院
ニ
窘
処
セ
シ
メ
﹂
た
富
山
藩

80 (938)



合
寺
事
件
な
ど
廃
仏
毀
釈
へ
の
懸
念
も
色
濃
く
示
さ
れ
る
︒
以
前
島
地
が
設
置
を
建
言
し
た
寺
院
寮
は
も
は
や
廃
寮
し
て
︑﹁
今
ヤ
一
廃
跡
﹂

と
憂
慮
を
抱
く
︒
制
度
へ
の
不
満
を
持
つ
島
地
は
︑
真
宗
教
学
の
真
俗
二
諦
・
王
法
為
本
に
基
づ
き
﹁
政
教
ノ
相
離
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
︑
固
リ
輪

翼
ノ
如
シ
﹂
と
表
現
す
る
政
教
一
致
の
観
点
よ
り
︑
政
府
施
策
で
の
仏
教
の
有
用
性
を
主
張
す
る
︒
具
体
的
に
は
﹁
宣
教
ノ
官
ニ
換
ル
ニ
更
ニ

総
シ
テ
教
義
ヲ
総
ス
ル
ノ
一
官
ヲ
以
テ
シ
︑
寺
院
ヲ
管
シ
僧
徒
ヲ
督
ス
ル
﹂
と
寺
院
を
統
轄
す
る
機
関
の
設
置
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
︒

だ
が
︑
こ
の
﹁
宣
教
ノ
官
ニ
換
ル
﹂
と
い
う
文
言
は
少
々
議
論
を
呼
ん
だ
よ
う
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
こ
れ
ま
で
﹃
島
地
黙
雷
全
集
﹄
所
収

の
建
議
書
が
知
ら
れ
て
き
た
が
︑
あ
く
ま
で
島
地
の
手
元
に
残
さ
れ
た
控
え
で
あ
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
前
掲
﹁
神
祇
省

御
改
革
書
類

附
教
部
省
建
議
幷
章
程
﹂︵
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︶
所
収
の
建
議
書
こ
そ
が
︑
太
政
官
へ
提
出
さ
れ
た
最
終
版
で
あ
る
﹇
�

Ｄ
﹈
︒

両
者
の
間
に
は
文
言
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
︑
推
敲
過
程
で
何
ら
か
の
手
が
加
え
ら
れ
た
と
見
て
よ
い⑨
︒

最
終
版
の
成
案
で
は
キ
リ
ス
ト
教
対
策
を
表
す
﹁
防
邪
﹂
の
文
言
が
﹁
予
防
﹂
に
改
め
ら
れ
︑
穏
和
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
︒
宣
教
使
に
言

及
し
た
前
述
の
箇
所
も
削
除
さ
れ
て
お
り
︑
後
に
島
地
自
身
が
語
る
よ
う
に
﹁
宣
教
使
連
中
も
教
部
開
省
は
同
意
で
あ
る
故
に
︑
大
賛
成
な
れ

共
其
建
議
書
の
文
言
に
宣
教
使
の
無
能
の
事
が
書
い
て
あ
る
故
︑
之
に
同
意
を
表
明
す
る
事
が
出
来
な
い⑩
﹂
事
情
が
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
島
地

の
私
宅
に
招
い
た
宣
教
判
官
小
野
碩
齋
︵
述
信
︶
か
ら
︑﹁
ア
ノ
宣
教
使
の
非
難
文
言
丈
を
除
ひ
て
呉
れ
︑
ソ
ウ
す
れ
ば
賛
成
す
る
﹂
と
修
正

を
促
さ
れ
て
︑
建
議
の
再
提
出
に
至
っ
た
と
い
う
︒
後
年
の
回
顧
談
と
い
う
こ
と
で
割
り
引
い
て
読
む
必
要
が
あ
る
が
︑
確
か
に
文
言
が
修

正
・
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
島
地
自
身
が
神
祇
省
・
宣
教
使
と
の
協
議
を
経
て
︑
あ
る
程
度
実
現
で
き
る
落
と
し
所
を
見
据

え
た
現
実
的
な
建
議
を
な
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
︑
政
府
内
に
お
い
て
も
賛
同
す
る
用
意
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
︒

こ
う
し
て
島
地
は
慎
重
に
合
意
形
成
を
取
り
付
け
て
い
っ
た
が
︑
そ
も
そ
も
一
介
の
真
宗
僧
侶
で
あ
る
島
地
を
政
治
行
動
へ
突
き
動
か
し
た

動
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
島
地
と
志
を
同
じ
く
す
る
西
本
願
寺
の
僧
侶
で
あ
る
安
国
淡
雲
︵
福
岡
明
蓮
寺
︶
も
ま
た
︑
同
時
期
に
﹁
洋
教
ヲ
峻

絶
﹂
す
る
こ
と
を
説
く
建
議
書
を
具
体
的
な
﹁
異
教
予
防
略
﹂
と
と
も
に
認
め
て
い
る⑪
︒
キ
リ
ス
ト
教
対
策
を
課
題
と
す
る
西
本
願
寺
に
属
す

る
以
上
は
︑
島
地
個
人
に
と
ど
ま
ら
な
い
組
織
と
し
て
の
西
本
願
寺
の
事
情
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
島
地
は
無
意
識
裡
に
﹁
仏
教
﹂
と
い
っ
て
も
︑
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彼
の
経
験
か
ら
仏
教
諸
宗
派
よ
り
も
真
宗
を
中
心
と
す
る
思
考
回
路
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
も
っ
と
言
え
ば
︑
西
本
願
寺
の
教
線
拡
大
を
念

頭
に
置
い
て
主
張
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
島
地
の
志
向
す
る
政
教
一
致
観
は
︑
真
俗
二
諦
・
王
法
為
本
と
い
う
真
宗
教
学
を
根
拠

に
︑
他
宗
派
の
僧
侶
と
連
携
す
る
よ
り
も
長
州
藩
出
身
の
政
治
家
と
の
親
和
性
を
重
視
し
た
実
際
の
政
治
的
経
験
値
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
︒
西
本
願
寺
と
し
て
は
宗
教
政
策
の
基
軸
た
り
え
る
真
宗
の
有
用
性
を
売
込
む
こ
と
で
︑
西
本
願
寺
の
政
治
的
位
置
を
浮
揚
さ
せ
よ
う

と
試
み
る
論
法
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
島
地
の
言
説
を
考
え
る
上
で
踏
ま
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
点
で
あ
る
︒

島
地
の
教
部
省
設
置
建
議
以
後
︑
他
宗
派
の
仏
教
者
も
設
置
要
望
を
後
押
し
す
る
︒
例
え
ば
︑
同
年
一
〇
月
の
左
院
少
議
生
鴻
雪
爪
に
よ
る

建
議
書
で
あ
る
﹇



Ｄ
﹈
︒
鴻
は
︑
元
々
曹
洞
宗
清
涼
寺
の
僧
侶
で
あ
っ
た
が
︑
同
年
九
月
に
請
わ
れ
て
還
俗
の
の
ち
左
院
に
出
仕
す
る
に
至

っ
た⑫
︒
建
議
で
は
﹁
国
害
﹂
で
あ
る
﹁
異
教
﹂︵
キ
リ
ス
ト
教
︶
の
侵
入
を
防
ぐ
べ
く
︑﹁
其
徒
﹂
を
管
轄
す
る
﹁
一
官
﹂
を
設
け
る
と
と
も
に
︑

﹁
法
則
六
条
﹂
を
打
ち
立
て
て
︑
民
心
を
﹁
唱
導
﹂
す
る
こ
と
を
提
起
す
る
︒
そ
の
六
条
と
は
︑﹁
明
弁
国
体
﹂﹁
畏
敬
神
祇
﹂﹁
説
諭
倫
理
﹂

﹁
防
禦
異
教
﹂﹁
拡
充
智
識
﹂﹁
開
導
利
用
﹂
と
い
う
も
の
で
︑
後
に
制
定
さ
れ
る
三
条
教
則
に
連
な
る
教
化
基
準
の
先
駆
と
し
て
注
目
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
仏
教
の
﹁
陋
習
﹂
を
脱
却
す
る
た
め
︑
肉
食
妻
帯
の
公
許
を
提
案
し
た
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
︒
戒
律
を
重
ん
じ
る
仏
教
に
と
っ
て
肉
食

妻
帯
の
公
許
は
容
認
し
が
た
く
︑
仏
教
諸
宗
派
に
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
あ
え
て
か
か
る
提
起
を
し
た
の
は
︑
そ
も
そ
も
肉
食
妻
帯

を
許
容
す
る
真
宗
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
と
い
う
の
も
︑
鴻
は
明
治
元
年
に
真
宗
の
国
教
化
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
に

加
え⑬
︑
明
治
四
年
一
〇
月
以
降
は
木
戸
孝
允
︑
島
地
黙
雷
と
も
軌
を
一
に
し
て
宗
教
政
策
の
青
写
真
を
論
議
す
る
な
ど⑭
︑
教
団
外
か
ら
真
宗
に

期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

そ
し
て
︑
翌
十
一
月
に
は
在
東
京
の
仏
教
諸
宗
僧
侶
が
連
名
し
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
対
策
の
た
め
に
﹁
諸
宗
ヲ
相
統
候
省
寮
御
建
被
下
置
﹂
こ

と
を
求
め
た
﹇
	

Ｄ
﹈
︒
こ
れ
を
も
っ
て
︑
宗
教
行
政
機
関
設
置
の
要
求
は
仏
教
諸
宗
派
に
も
拡
大
す
る
︒
西
本
願
寺
か
ら
は
東
京
の
別
院
で

あ
る
築
地
本
願
寺
輪
番
・
長
谷
川
楚
教
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
築
地
本
願
寺
を
拠
点
と
し
た
島
地
や
大
洲
を
通
じ
て
︑
京
都
・
本
山

の
意
向
が
働
い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
た
だ
︑
仏
教
総
体
を
論
じ
る
島
地
自
身
が
仏
教
界
の
代
表
と
し
て
目
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
が
︑
当
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該
期
に
仏
教
界
と
表
現
で
き
る
ほ
ど
の
各
宗
派
間
の
連
帯
が
成
り
立
ち
︑
他
宗
派
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
た
の
か
︑
慎
重
に
判
断
す
べ
き
と
こ
ろ

で
あ
る
︒
少
な
く
と
も
宗
教
行
政
の
再
編
の
動
き
に
関
し
て
は
︑
各
宗
派
の
本
山
寺
院
で
は
な
く
在
東
京
の
仏
教
諸
宗
と
い
う
範
囲
に
止
ま
っ

た
点
で
は
︑
仏
教
全
体
の
足
並
み
が
揃
っ
た
と
即
断
で
き
ま
い
︒
あ
く
ま
で
西
本
願
寺
の
主
導
に
よ
り
始
ま
っ
た
運
動
だ
と
捉
え
ら
れ
る
︒

�

神
祇
行
政
の
再
編
と
左
院
の
教
部
省
設
置
建
議

明
治
四
年
は
︑
廃
藩
置
県
が
断
行
さ
れ
る
な
ど
政
府
内
に
お
い
て
制
度
改
革
が
実
行
さ
れ
て
ゆ
く
転
換
点
で
あ
っ
た
︒
な
か
で
も
参
議
大
久

保
利
通
が
﹁
冗
官
を
沙
汰
す
る
事
﹂
と
し
て
神
祇
官
を
筆
頭
に
挙
げ
る
な
ど⑮
︑
キ
リ
ス
ト
教
対
策
で
実
の
上
が
ら
な
い
神
祇
行
政
の
整
理
が
構

想
さ
れ
て
い
た
︒
同
年
八
月
に
は
︑
事
実
上
の
格
下
げ
と
評
さ
れ
る
︑
神
祇
官
か
ら
神
祇
省
へ
の
改
組
が
行
な
わ
れ
︵
太
政
官
第
三
九
八
︶
︑
宗

教
制
度
の
再
編
が
本
格
的
に
動
き
出
す
︒
神
祇
官
・
宣
教
使
に
よ
る
大
教
宣
布
運
動
は
も
は
や
限
界
に
直
面
し
て
い
た
︒
以
下
で
は
︑
前
述
し

た
島
地
黙
雷
に
よ
る
教
部
省
設
置
を
求
め
た
動
き
に
加
え
︑
重
要
な
鍵
を
握
る
神
祇
省
と
左
院
の
動
向
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
神
祇
省
内
部
に
お
い
て
も
︑
キ
リ
ス
ト
教
対
策
や
大
教
宣
布
運
動
の
不
振
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
自
浄
努
力
の
動
き
が
あ
っ
た
︒
明
治

初
年
の
神
祇
行
政
で
は
︑
津
和
野
派
と
呼
ば
れ
る
︑
国
学
者
大
国
隆
正
に
影
響
を
受
け
た
福
羽
美
静
ら
津
和
野
藩
出
身
者
が
一
貫
し
て
要
職
を

占
め
て
い
た⑯
︒
天
照
大
神
と
天
皇
を
中
心
と
す
る
祭
政
一
致
体
制
を
目
指
す
津
和
野
派
は
︑
皇
祖
・
皇
霊
の
天
皇
親
祭
の
実
現
を
具
体
的
な
目

的
と
す
る
︒
明
治
四
年
九
月
八
日
に
示
さ
れ
た
神
祇
省
の
基
本
方
針
で
は
︑﹁
天
照
大
神
ハ
︑
親
ク
今
上
天
皇
ノ
遠
祖
神
ナ
レ
ハ
今
上
天
皇
ハ

即
チ
此
世
ノ
現
ツ
神
﹂
で
あ
り
︑﹁
主
上
ノ
御
恩
ハ
天
照
皇
大
神
ノ
御
恩
モ
同
様
ニ
奉
仰
ヘ
キ
ナ
リ
﹂
と
し
て
︑
天
照
大
神
を
最
高
神
と
す
る

神
学
を
打
ち
立
て
た⑰
︒
同
月
三
〇
日
に
は
神
祇
省
神
殿
が
奉
祀
す
る
皇
霊
を
宮
中
賢
所
に
遷
座
す
る
と
と
も
に
︑
一
〇
月
の
四
時
祭
典
定
則
の

制
定
を
も
っ
て
︑
祭
祀
体
系
を
定
則
化
し
た⑱
︒
四
時
祭
典
定
則
で
は
︑
皇
廟
︵
賢
所
・
皇
霊
︶
で
の
歴
代
皇
霊
を
奉
祀
す
る
新
儀
と
と
も
に
︑

神
嘉
殿
で
の
伝
統
祭
祀
の
新
嘗
祭
を
天
皇
親
祭
に
よ
る
国
家
的
規
模
で
実
施
す
る
祭
典
に
位
置
づ
け
︑
津
和
野
派
の
抱
く
天
皇
親
祭
構
想
が
実

現
し
た
の
で
あ
る
︒
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混
沌
と
す
る
神
祇
行
政
の
な
か
で
島
地
は
︑
前
述
の
建
議
提
出
を
境
に
教
部
省
設
置
実
現
に
向
け
木
戸
孝
允
ら
長
州
閥
政
治
家
へ
働
き
か
け

て
ゆ
く
︒
例
え
ば
︑
木
戸
は
九
月
二
三
日
に
江
藤
新
平
宅
に
て
神
祇
大
輔
福
羽
美
静
ら
と
﹁
宗
派
寺
院
僧
侶
の
事
を
論
﹂
じ
て
お
り⑲
︑
阪
本
是

丸
が
推
測
す
る
よ
う
に
恐
ら
く
島
地
も
交
え
て
議
論
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う⑳
︒
で
は
具
体
的
に
何
を
議
論
し
て
い
た
の
か
︑
そ
の
後
の
立
法
諮

問
機
関
・
左
院㉑

の
動
き
が
重
要
な
鍵
を
握
る
︒
一
○
月
四
日
︑
江
藤
新
平
︵
左
院
副
議
長
︶
率
い
る
左
院
は
寺
院
省
設
置
を
建
議
す
る
﹇
�

Ａ
﹈
︒
こ
れ
は
﹁
耶
蘇
教
ハ
次
第
ニ
盛
ニ
相
成
︑
共
和
政
治
ノ
論
起
ル
ニ
至
ン
﹂
ゆ
え
に
﹁
宣
教
使
モ
担
当
︑
仏
徒
モ
尽
力
有
之
度
﹂
と
神
仏

合
同
し
て
キ
リ
ス
ト
教
対
策
に
あ
た
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
特
に
﹁
僧
徒
ヲ
督
責
シ
︑
以
テ
向
十
年
ヲ
限
リ
﹂︑﹁
海
内
ノ
人
民

ヲ
教
導
シ
邪
宗
侵
入
ノ
患
ヲ
防
﹂
ぐ
た
め
の
寺
院
省
設
置
を
求
め
る
︒
江
藤
宅
で
の
会
談
︑
さ
ら
に
時
期
的
・
内
容
的
に
見
て
も
先
の
島
地
建

議
が
政
府
要
人
の
間
で
の
叩
き
台
と
な
り
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

結
局
︑
強
力
な
推
進
者
で
あ
っ
た
木
戸
が
一
一
月
に
岩
倉
使
節
団
と
し
て
出
発
し
た
の
を
機
に
寺
院
省
構
想
は
実
現
し
な
か
っ
た
も
の
の
︑

以
後
教
部
省
設
置
構
想
の
具
現
化
へ
一
歩
を
踏
み
出
す
︒
左
院
の
寺
院
省
設
置
の
動
き
は
︑
島
地
が
木
戸
と
接
触
す
る
中
で
江
藤
と
の
人
脈
を

繫
い
で
ゆ
き
︑
彼
ら
の
間
で
教
部
省
設
置
に
向
け
議
論
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
︒
少
し
後
の
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
一
二
月
三
日
に
島
地
が
江
藤

へ
宛
て
て
﹁
過
日
ハ
御
風
邪
之
際
多
人
数
登
門
︑
意
外
之
長
話
仕
奉
恐
入
候㉒

﹂
と
書
き
送
っ
た
書
簡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
宗
教
制
度
再
編
に

関
す
る
議
論
が
江
藤
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
︒

次
に
新
た
に
寺
院
省
設
置
建
議
の
代
案
と
し
て
左
院
か
ら
出
さ
れ
た
の
が
︑
一
二
月
二
二
日
の
教
部
省
設
置
建
議
で
あ
る
﹇
�

Ｄ
﹈
︒
特
徴

と
し
て
は
薩
摩
派
の
神
道
観
︵
天
之
御
中
主
神
・
高
御
産
霊
神
・
神
産
霊
神
の
造
化
三
神
︶
の
影
響
が
色
濃
く
︑
第
一
義
的
に
は
伊
勢
神
宮
の
東
京

遷
座
論
や
祭
政
一
致
を
主
張
す
る
な
ど
神
道
の
宗
教
化
を
目
指
す
内
容
で
あ
っ
た
︒
造
化
三
神
の
思
想
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
︑
作
成
に
あ
た
っ
て
は
寺
院
省
設
置
建
議
の
翌
日
に
左
院
中
議
官
と
な
る
︑
伊
地
知
正
治
の
意
見
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

薩
摩
派
は
西
郷
隆
盛
の
も
と
に
集
う
︑
薩
摩
藩
出
身
の
政
治
家
や
国
学
者
た
ち
で
︑
津
和
野
派
の
主
導
す
る
神
祇
省
の
路
線
と
は
一
線
を
画

し
て
い
た㉓

︒
津
和
野
派
の
天
照
大
神
を
中
心
に
据
え
る
神
学
に
対
し
︑
薩
摩
派
は
造
化
三
神
を
重
ん
じ
る
宗
教
的
な
神
道
観
を
持
ち
︑
厳
格
な
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祭
政
一
致
方
針
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
動
い
て
い
た
︒
そ
の
代
表
格
で
あ
る
伊
地
知
正
治
は
︑
宮
中
か
ら
の
仏
教
排
除
を
求
め
て
神
仏
分
離
を
徹

底
す
る
よ
う
高
唱
し
た
ほ
か㉔

︑
後
に
は
伊
勢
神
宮
を
東
京
に
遷
座
し
て
大
神
殿
を
設
け
よ
う
と
熱
心
に
画
策
す
る
ほ
ど
の
神
道
主
義
者
で
あ
っ

た㉕

︒
か
つ
て
平
田
篤
胤
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
し
て
見
い
出
し
た
天
之
御
中
主
神
は
︑
一
神
教
の
宗
教
的
性
格
を
持
つ
ゆ
え
に
排
仏
的
傾
向
も

強
く
︑
薩
摩
藩
で
は
苛
烈
な
廃
仏
毀
釈
が
断
行
さ
れ
る
背
景
と
も
な
っ
た
︒

と
は
い
え
︑
当
該
の
左
院
建
議
の
重
要
な
点
は
﹁
教
部
省
ヲ
置
キ
道
学
ニ
属
ス
ル
在
来
ノ
諸
教
道
ノ
事
務
ヲ
総
管
セ
シ
メ
︑
神
教
及
ヒ
儒
仏

共
各
教
正
ヲ
置
キ
生
徒
ヲ
教
育
シ
人
民
ヲ
善
導
セ
シ
ム
ヘ
シ
﹂
で
あ
り
︑
宗
教
的
な
﹁
神
教
﹂
を
基
本
と
し
つ
つ
も
儒
教
・
仏
教
を
も
抱
き
込

ん
で
統
轄
す
る
機
関
の
構
想
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
続
く
設
置
の
理
由
と
し
て
﹁
共
和
政
治
ノ
学
ヲ
講
シ
︑
国
体
ヲ
蔑
視
シ
︑
新
教
ヲ

主
張
シ
民
心
ヲ
煽
動
ス
ル
類
︑
間
々
或
ハ
之
レ
有
リ
︑
抑
我
帝
国
ノ
権
力
︑
他
ノ
国
体
ト
比
較
シ
テ
之
ヲ
議
ス
ル
ヲ
得
ス
︑
後
世
或
ハ
祖
宗
ノ

神
霊
ヲ
誤
テ
教
法
主
ト
看
做
サ
ン
事
ヲ
恐
ル
﹂
と
︑
共
和
政
治
︵
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
訳
語
︶

キ
リ
ス
ト
教
蔓
延
に
対
す
る
危
機
感
が
強
く
打
ち

出
さ
れ
て
い
る
点
は
先
の
寺
院
省
設
置
建
議
と
も
共
通
し
た
左
院
の
一
貫
し
た
主
張
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
原
案
で
あ
る
﹁
教
部
云
々
之

議
﹂
を
見
る
と
︑
当
初
造
化
三
神
へ
の
言
及
は
な
く
︑
作
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
江
藤
新
平
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
対
策
の
必

要
性
が
強
く
説
か
れ
て
い
る
﹇
�

Ｇ
﹈
︒
そ
も
そ
も
江
藤
は
キ
リ
ス
ト
教
厳
禁
論
者
で
あ
り㉖

︑
左
院
建
議
に
も
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

そ
し
て
︑
こ
の
点
は
キ
リ
ス
ト
教
の
侵
入
を
憂
慮
す
る
西
本
願
寺
と
利
害
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
︑
表
向
き
の
看
板
は
造
化
三
神
の
思
想
が

強
く
と
も
こ
の
時
点
で
は
仏
教
の
動
員
が
認
め
ら
れ
れ
ば
さ
し
て
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
︒
津
和
野
派
の
主
導
す
る
神
祇
省
と
薩
摩
派
の
占
め

る
左
院
と
の
間
で
は
神
道
観
で
相
違
し
な
が
ら
も
︑
島
地

江
藤
の
間
で
お
互
い
の
妥
協
点
を
見
出
し
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
対
策
の
一
筋
道
を
つ

け
た
の
で
あ
る
︒

①

武
田
秀
章
﹁
近
代
天
皇
祭
祀
形
成
過
程
の
一
考
察

明
治
初
年
に
お
け
る
津
和

野
派
の
活
動
を
中
心
に

﹂︵
前
掲
井
上
順
孝
・
阪
本
是
丸
編
﹃
日
本
型
政
教
関

係
の
誕
生
﹄︶︒

②

谷
川
穣
﹁
維
新
期
の
東
西
本
願
寺
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵
明
治
維
新
史
学
会
編
﹃
講

座
明
治
維
新
一
一

明
治
維
新
と
宗
教
・
文
化
﹄
有
志
舎
︑
二
〇
一
六
年
︶︒
特

に
﹁
幕
末
期
か
ら
︑
ま
た
﹁
真
宗
﹂
と
ひ
と
く
く
り
に
せ
ず
眺
め
る
必
要
﹂︵
二
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二
一
頁
︶
を
説
い
て
お
り
︑
重
要
な
指
摘
で
あ
る
︒

③

河
村
忠
伸
﹁
上
地
事
業
に
お
け
る
境
内
外
区
別
﹂︵
同
﹃
近
現
代
神
道
の
法
制

的
研
究
﹄
弘
文
堂
︑
二
〇
一
七
年
︶︑
一
九
八
頁
︒

④

新
田
均
﹃
近
代
政
教
関
係
の
基
礎
的
研
究
﹄︵
大
明
堂
︑
一
九
九
七
年
︶︑
八
七

頁
︒

⑤

前
掲
狐
塚
裕
子
﹁
教
部
省
の
設
立
と
江
藤
新
平
﹂︑
一
四
二
頁
︒
広
沢
や
木
戸

ら
長
州
藩
出
身
政
治
家
と
︑
西
本
願
寺
僧
侶
と
の
人
脈
形
成
に
つ
い
て
は
︑
西
本

願
寺
の
政
治
性
を
問
う
上
で
重
要
な
論
点
で
あ
り
︑
別
に
検
討
を
期
し
た
い
︒

⑥

明
治
三
年
閏
一
○
月
二
七
日
︑
富
山
藩
で
は
一
宗
派
に
限
り
一
寺
に
合
寺
せ
よ

と
厳
達
す
る
な
ど
廃
仏
政
策
を
断
行
し
た
︒
中
世
以
来
︑
真
宗
寺
院
の
多
い
地
域

で
あ
っ
た
た
め
︑
特
に
真
宗
は
少
な
か
ら
ぬ
被
害
を
蒙
っ
て
い
る
︒
詳
し
い
事
件

の
経
緯
に
つ
い
て
は
︑
北
沢
俊
嶺
﹁
明
治
維
新
に
お
け
る
富
山
藩
合
寺
事
件
に
つ

い
て
︿
第
Ⅰ
報

廃
藩
置
県
ま
で
﹀・︿
第
Ⅱ
報

廃
藩
置
県
以
降
﹀﹂︵﹃
富
山
工

業
高
等
専
門
学
校
紀
要
﹄
第
三
巻
第
一
号
・
第
四
巻
第
一
号
︑
一
九
六
九
・
一
九

七
〇
年
︶
等
参
照
︒

⑦

﹁︹
寺
院
ヲ
合
併
シ
僧
徒
ヲ
懲
創
ス
ル
儀
ニ
付
建
白
︺﹂︵﹃
明
治
建
白
書
集
成
﹄

第
一
巻
︿
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
〇
年
﹀︑
四
九
四
～
四
九
五
頁
︑﹁
江
藤
新
平
関
係

文
書
﹂
Ｒ
15
二
八
二

一
三
︑
佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
︑
北
泉
社
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
版
︶︒
及
び
﹁
建
議

富
山
廃
合
寺
問
題
﹂︵﹃
島
地
黙
雷
全
集
﹄
第
一
巻
︑

本
願
寺
出
版
協
会
︑
一
九
七
三
年
︶︑
二
～
五
頁
︒

⑧

﹁
は
じ
め
に
﹂
で
挙
示
し
た
論
文
の
他
︑
島
地
黙
雷
の
教
部
省
開
設
請
願
書
の

論
理
を
検
討
し
た
藤
井
健
志
﹁
真
俗
二
諦
論
に
お
け
る
神
道
観
の
変
化
﹂︵
前
掲

井
上
順
孝
・
阪
本
是
丸
編
﹃
日
本
型
政
教
関
係
の
誕
生
﹄︶︑
二
二
三
～
二
二
七
頁
︑

等
参
照
︒

⑨

参
議
大
隈
重
信
や
水
原
慈
音
・
宏
遠
︵
滋
賀
県
圓
照
寺
︶
へ
提
出
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
建
議
書
の
他
﹇
�

Ｈ
・
Ｎ
﹈︑
筆
者
未
見
だ
が
藤
井
貞
文
に
よ
っ
て

赤
松
連
城
︵
山
口
県
徳
応
寺
︶
と
千
家
尊
福
︵
出
雲
大
社
︶
へ
提
出
さ
れ
た
も
の

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︵﹁
島
地
黙
雷
の
政
教
分
離
論
﹂︿﹃
國
學
院
大
學
日
本
文
化

研
究
所
紀
要
﹄
第
三
六
輯
︑
一
九
七
五
年
﹀︑
三
～
七
頁
︶︒
政
治
家
や
宗
派
内
の

僧
侶
︑
神
道
家
へ
広
く
周
旋
し
た
こ
と
が
分
か
る
︒
い
ず
れ
も
﹃
島
地
黙
雷
全

集
﹄
所
収
の
文
言
に
近
く
︑
太
政
官
へ
最
終
提
出
さ
れ
た
内
容
と
異
な
る
︒

⑩

島
地
黙
雷
﹁
経
歴
談
の
一
節
﹂︵﹃
仏
教
文
芸
﹄
第
二
巻
第
一
号
︑
一
九
〇
三

年
︶︑
二
一
頁
︒

⑪

前
掲
﹁
神
祇
省
御
改
革
書
類

附
教
部
省
建
議
幷
章
程
﹂︒

⑫

服
部
荘
夫
﹃
鴻
雪
爪
翁
﹄︵
古
鏡
会
︑
一
九
三
八
年
︶︑
六
五
頁
︑
及
び
沢
井
常

四
郎
﹃
方
外
功
臣

鴻
雪
爪
﹄︵
三
原
図
書
館
︑
一
九
四
○
年
︶︑
八
〇
頁
︒
鴻
雪

爪
の
活
動
に
つ
い
て
は
︑
池
田
英
俊
﹁
鴻
雪
爪
の
活
躍
と
政
教
問
題
﹂︵
同
﹃
明

治
仏
教
教
会
・
結
社
史
の
研
究
﹄
刀
水
書
房
︑
一
九
九
四
年
︶︑
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ジ
ャ
フ
ィ
ー
﹁
鴻
雪
爪
と
肉
食
妻
帯
問
題
﹂︵﹃
宗
学
研
究
﹄
第
三
三
号
︑
一
九
九

一
年
︶︑
参
照
︒

⑬

赤
堀
又
次
郎
﹁
宗
教
に
つ
き
鴻
雪
爪
の
意
見
﹂︵﹃
中
央
史
壇
﹄
第
一
〇
巻
第
五

号
︑
一
九
二
五
年
︶︑
七
〇
～
七
三
頁
︒﹁
一
向
門
派
の
教
法
に
一
定
﹂
し
よ
う
と
︑

﹁
慶
応
戊
辰
閏
四
月
﹂
付
で
太
政
官
へ
差
し
出
し
た
も
の
と
い
う
︒
建
白
書
原
本

の
所
在
は
不
詳
だ
が
︑
真
宗
に
理
解
を
示
す
挿
話
で
あ
る
︒

⑭

明
治
四
年
一
〇
月
一
三
日
に
は
︑
島
地
黙
雷
と
鴻
雪
爪
が
木
戸
宅
を
来
話
し
て
︑

そ
の
ま
ま
宿
泊
し
た
と
あ
る
︵﹃
木
戸
孝
允
日
記
﹄
二
︿
日
本
史
籍
協
会
︑
一
九

三
三
年
﹀︑
一
〇
八
～
一
〇
九
頁
︶︒
そ
の
他
に
も
︑
同
年
一
〇
月
六
日
︑
同
月
一

二
日
︑
同
月
二
一
日
︑
一
一
月
九
日
の
複
数
回
︑
鴻
は
木
戸
宅
を
訪
問
し
て
来
話

し
た
記
事
が
散
見
さ
れ
る
︵
同
前
書
︑
一
〇
六
︑
一
〇
八
︑
一
一
一
︑
一
一
八

頁
︶︒
こ
の
間
︑﹁
日
々
師
を
中
心
に
当
面
の
宗
教
問
題
に
関
す
る
談
論
が
交
換
さ

れ
て
﹂
お
り
︑
真
宗
僧
侶
の
﹁
黙
雷
鉄
然
の
如
き
は
殆
ん
ど
詰
切
り
の
状
態
で
︑

師
に
建
白
の
提
出
を
催
促
﹂
し
て
い
た
と
い
う
︵
前
掲
服
部
荘
夫
﹃
鴻
雪
爪
翁
﹄︑

六
二
頁
︶︒

⑮

﹃
大
久
保
利
通
日
記
﹄
下
巻
︵
日
本
史
籍
協
会
︑
一
九
二
七
年
︶︑
一
二
九
～
一
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三
〇
頁
︑
明
治
三
年
一
〇
月
一
〇
日
条
︒

⑯

前
掲
武
田
秀
章
﹁
近
代
天
皇
祭
祀
形
成
過
程
の
一
考
察
﹂︑
同
﹁
明
治
神
祇
官

の
改
革
問
題
﹂︵
同
﹃
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
﹄
原
書
房
︑
一
九
九
六
年
︶︒

⑰

﹁
明
治
四
年
神
文
大
外
ノ
四
省
ノ
要
件
ア
リ
﹂
所
収
﹁
神
祇
省
見
込
案
﹂︵﹁
大

木
喬
任
関
係
文
書
﹂
五
九

一
︑
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
︶︒

⑱

﹁
本
省
中
御
鎮
座
ノ
皇
霊
御
遷
座
幷
詔
書
御
達
﹂
及
び
﹁
元
始
祭
議
﹂︵﹁
公
文

録
﹂
明
治
四
年
・
第
一
二
三
巻
・
辛
未
八
月
～
壬
申
三
月
・
神
祇
省
伺
︑
公
〇
〇

五
七
五
一
〇
〇
︑
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︶︒
宮
中
祭
祀
の
形
成
過
程
は
︑
羽
賀
祥

二
﹁
成
立
期
近
代
天
皇
制
の
国
家
祭
祀
﹂︵
同
﹃
明
治
維
新
と
宗
教
﹄
筑
摩
書
房
︑

一
九
九
四
年
︶︑
武
田
秀
章
﹁
明
治
初
年
の
神
祇
官
改
革
と
宮
中
神
殿
創
祀
﹂︵
前

掲
同
﹃
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
﹄︶
に
詳
し
い
︒

⑲

前
掲
﹃
木
戸
孝
允
日
記
﹄
二
︑
一
〇
二
頁
︑
明
治
四
年
九
月
二
三
日
条
︒

⑳

前
掲
阪
本
是
丸
﹁
日
本
型
政
教
関
係
の
形
成
過
程
﹂︑
三
三
頁
︒

㉑

明
治
四
年
七
月
二
九
日
に
設
置
さ
れ
た
左
院
は
︑
諸
立
法
を
議
す
る
も
の
と
さ

れ
︑
初
期
の
中
心
人
物
は
江
藤
新
平
で
あ
っ
た
︵
松
尾
正
人
﹁
明
治
初
期
太
政
官

制
度
と
左
院
﹂︿﹃
中
央
史
学
﹄
第
四
号
︑
一
九
八
一
年
﹀︑
一
八
頁
︶︒

㉒

︵
明
治
四
年
︶
一
二
月
三
日
付
江
藤
新
平
宛
島
地
黙
雷
書
簡
︵﹁
江
藤
新
平
関
係

文
書
﹂
Ｒ


一
一
〇

一
︶︒

㉓

前
掲
阪
本
是
丸
﹁
日
本
型
政
教
関
係
の
形
成
過
程
﹂︑
二
六
頁
︒

㉔

三
条
公
行
実
編
輯
掛
﹁
伊
地
知
正
治
建
言
書
﹂︵
七
三
八
五
七
︑
宮
内
庁
宮
内

公
文
書
館
所
蔵
︶︑﹁
伊
地
知
正
治
時
務
建
言
書
﹂︵﹃
大
西
郷
全
集
﹄
第
三
巻
︿
大

西
郷
全
集
刊
行
会
︑
一
九
二
七
年
﹀︑
一
二
七
三
頁
︶︒

㉕

﹃
大
隈
伯
昔
日
譚
﹄︵
明
治
文
献
復
刻
版
︑
一
九
七
二
年
︶︑
六
〇
四
～
六
〇
七

頁
︒

㉖

明
治
四
年
七
月
頃
︑
右
院
で
﹁
宗
旨
ノ
義
﹂
に
つ
き
議
論
が
起
こ
っ
た
際
に
江

藤
は
﹁
耶
蘇
ヲ
イ
ツ
迄
モ
禁
止
論
ニ
テ
︑
頗
ル
激
烈
ナ
ル
議
論
ニ
テ
︑
仮
令
日
本

全
国
焼
土
ト
ナ
ル
モ
︑
決
シ
テ
解
禁
不
可
然
﹂︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹃
保

古
飛
呂
比

佐
佐
木
高
行
日
記
﹄
五
︿
東
京
大
学
出
版
会
︑
一
九
七
四
年
﹀︑
一

七
三
～
一
七
四
頁
︶
と
述
べ
る
よ
う
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
厳
禁
論
者
で
あ
っ
た
︒
か

つ
︑
島
地
と
の
交
遊
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑﹁
江
藤
は
通
説
的
に
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
排
仏
家
で
は
必
ず
し
も
な
い
﹂︵
前
掲
阪
本
是
丸
﹁
日
本
型
政
教
関

係
の
形
成
過
程
﹂︑
三
三
頁
︶
と
さ
れ
る
︒

第
二
章

教
部
省
の
設
置
決
定
過
程

�

太
政
官
の
下
問

明
治
五
年
︵
一
八
七
二
︶
一
月
一
八
日
︑
太
政
官
︵
太
政
大
臣
三
条
実
美
︶
は
外
務
卿
副
島
種
臣
︑
兵
部
大
輔
山
縣
有
朋
︑
文
部
卿
大
木
喬
任

へ
教
部
省
設
置
に
関
し
て
諮
問
す
る
﹇
�

Ｂ
﹈
︒
設
立
へ
の
潮
目
と
な
る
こ
の
政
策
決
定
上
重
要
な
文
書
が
︑
い
わ
ゆ
る
太
政
官
下
問
書
で
あ

る
︒
下
問
書
は
左
院
建
議
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
前
章
で
前
述
し
た
左
院
の
教
部
省
設
置
建
議
を
受
け
て
諮
問
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

教部省設置前後の政治過程と西本願寺（�岡）

87 (945)



た
︒
正
院
の
下
問
形
式
が
採
ら
れ
た
の
は
左
院
で
は
自
ら
の
意
見
を
正
院
に
提
出
す
る
程
度
で
各
省
間
で
の
調
整
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
で
あ

り①
︑
正
院
が
政
治
決
定
の
場
と
な
っ
た
︒
本
章
で
は
︑
太
政
官
で
の
審
議
に
加
え
て
︑
教
部
省
設
置
を
求
め
る
西
本
願
寺
の
動
向
も
押
さ
え
つ

つ
︑
留
守
政
府
内
で
の
教
部
省
設
置
決
定
過
程
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
︒

ま
ず
太
政
官
下
問
書
で
は
﹁
神
祇
省
ノ
規
模
ヲ
弘
大
ニ
シ
之
ヲ
教
部
省
ト
シ
︑
全
国
諸
教
ヲ
統
括
シ
其
教
律
ヲ
執
テ
︑
以
テ
匪
教
ヲ
正
シ
︑

人
民
ヲ
シ
テ
帰
向
依
頼
ス
ル
処
ア
ラ
シ
ム
ヘ
シ
﹂
と
設
置
目
的
を
謳
っ
て
お
り
︑
神
祇
省
を
﹁
弘
大
﹂
し
た
延
長
線
上
に
あ
る
の
が
教
部
省
設

置
で
あ
っ
た
︒
明
治
三
年
の
大
教
宣
布
の
詔
以
来
の
祭
政
一
致
の
方
向
性
を
継
続
し
つ
つ
も
︑
仏
教
の
参
入
を
認
め
る
こ
と
で
︑
仏
教
側
に
寛

容
な
姿
勢
を
示
し
た
と
さ
れ
る
︒
通
説
で
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
同
下
問
書
は
﹁
教
法
ハ
民
ノ
好
尚
ス
ル
処
ヲ
自
択
信
従
﹂
と
い
う
信
教
の
自

由
を
示
唆
す
る
文
言
が
含
ま
れ
る
点
で
画
期
的
で
あ
っ
た
︒
別
添
の
﹁
職
制
﹂
案
で
は
︑
定
め
る
管
轄
範
囲
を
﹁
全
国
社
寺
﹂
と
し
て
﹁
教
義

ヲ
督
ス
ル
﹂
機
関
と
位
置
づ
け
る
︒

そ
の
上
で
特
筆
す
べ
き
は
﹁
全
国
諸
教
﹂
の
﹁
教
律
﹂
を
も
っ
て
﹁
匪
教
ヲ
正
﹂
す
と
い
う
︑
仏
教
を
念
頭
に
置
い
て
キ
リ
ス
ト
教
対
処
を

も
期
待
す
る
内
容
で
︑
具
体
的
に
は
教
部
省
内
に
﹁
全
国
社
寺
ノ
教
義
ヲ
講
明
﹂
す
る
明
教
寮
を
設
置
す
る
な
ど
の
教
化
対
策
を
企
図
す
る
︒

職
制
案
に
付
さ
れ
た
付
箋
に
﹁
明
教
ノ
意
諸
教
義
ヲ
講
究
シ
テ
帰
諦
ノ
一
ナ
ル
ヲ
明
ニ
シ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
教
義
の
講
究
に
よ
り
宗
教
間
の

﹁
党
同
伐
異
ノ
弊
﹂
を
防
ぎ
﹁
混
同
和
熟
﹂
を
狙
い
と
し
た
﹇
�

Ｄ
﹈
︒
政
府
が
教
義
に
干
渉
す
る
方
針
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
直
接
的

に
キ
リ
ス
ト
教
排
除
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
左
院
建
議
と
比
較
す
る
と
︑
仏
教
頼
み
の
間
接
的
な
対
処
に
止
ま
る
点
で
異
な
る
︒
な
ぜ
︑
太
政

官
は
外
務
省
・
兵
部
省
・
文
部
省
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
下
問
形
式
を
採
り
︑
左
院
の
建
議
内
容
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
右
記
の
よ
う
な
︑

信
教
の
自
由
さ
え
示
唆
す
る
︑
あ
る
種
踏
み
込
ん
だ
内
容
を
構
想
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒

そ
こ
で
︑
太
政
官
下
問
書
の
立
案
過
程
に
注
目
し
て
み
た
い
︒
阪
本
是
丸
は
︑
立
案
者
は
神
祇
大
輔
福
羽
美
静
の
神
道
治
教
論
に
相
似
し
て

い
る
こ
と
か
ら
︑
福
羽
の
周
辺
と
推
測
す
る
が②
︑
決
定
的
な
根
拠
を
欠
い
て
お
り
判
然
と
し
な
い
︒
太
政
官
正
院
の
政
策
意
図
に
つ
い
て
は
︑

前
掲
﹁
神
祇
省
御
改
革
書
類

附
教
部
省
建
議
幷
章
程
﹂︵
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︶
に
太
政
官
下
問
書
の
原
案
と
思
わ
れ
る
文
書
が
二
通
収
め
ら
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れ
て
お
り
︑
幾
分
検
討
の
余
地
が
あ
る
﹇
�

Ｄ
﹈
︒
一
方
は
最
終
版
の
二
倍
の
文
字
数
に
な
る
ほ
ど
︑
加
除
修
正
が
施
さ
れ
て
お
り
︑
初
案
か
︑

そ
れ
に
近
い
も
の
︑
も
う
一
方
は
最
終
版
に
近
い
も
の
で
あ
る
︒

特
に
前
者
の
原
案
に
目
を
落
と
す
と
︑﹁
開
化
ノ
今
日
ニ
於
テ
ハ
此
ノ
教
法
︵
キ
リ
ス
ト
教
︶
ニ
従
ハ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ア
ラ
ハ
之
ヲ
寛
恕
ニ
シ

自
択
ニ
任
セ
テ
信
セ
シ
ム
ル
モ
固
ヨ
リ
不
可
ナ
ル
ナ
カ
ル
ヘ
シ
﹂
と
︑
左
院
建
議
と
は
対
照
的
に
キ
リ
ス
ト
教
寛
容
論
に
明
確
に
踏
み
込
ん
で

い
る
︒
最
終
的
な
成
案
で
は
︑
後
に
河
瀬
真
孝
が
木
戸
孝
允
に
報
告
し
た
よ
う
に
︑
教
部
省
で
は
﹁
神
仏
儒
幷
に
西
洋
之
宗
門
を
も
折
中
﹂
し

つ
つ
﹁
彼
の
外
国
ヤ
ソ
之
教
法
之
為
に
圧
倒
さ
る
る
の
害
を
予
防
﹂
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る③
︒
正
院
で
は
岩
倉
使
節
団
が

条
約
改
正
交
渉
中
で
も
あ
り
︑
原
案
段
階
か
ら
信
教
の
自
由
や
キ
リ
ス
ト
教
解
禁
を
不
可
避
と
認
識
し
つ
つ
も
︑
い
か
に
内
外
の
批
判
を
受
け

ず
に
キ
リ
ス
ト
教
を
統
制
す
る
の
か
︑
試
行
錯
誤
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒

一
見
し
て
仏
教
に
寛
容
な
態
度
な
の
も
︑
キ
リ
ス
ト
教
対
策
に
お
い
て
︑
仏
教
︑
特
に
真
宗
の
有
用
性
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た

た
め
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
点
︑
使
節
出
立
前
の
木
戸
孝
允
が
三
条
実
美
へ
﹁
本
願
寺
上
人
︵
法
主
大
谷
光
尊
︿
明
如
﹀︶
事
⁝
中
々
凡
僧
と
も
被

相
窺
不
申
候
︑
何
卒
御
内
諭
に
而
も
被
為
在
候
而
は
為
国
に
も
為
人
民
に
も
相
成
不
申
︑
此
辺
厚
く
御
熟
慮
奉
仰
候④
﹂
と
︑
西
本
願
寺
側
へ
配

慮
す
る
よ
う
念
押
し
し
て
い
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
教
部
省
の
設
置
を
求
め
る
西
本
願
寺
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
対
策
に
手
を

拱
い
て
い
る
太
政
官
と
の
利
害
が
一
致
し
た
と
い
う
訳
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
太
政
官
の
下
問
が
あ
っ
た
一
月
に
は
︑
教
部
省
の
設
置
を
求
め

た
張
本
人
で
あ
る
島
地
黙
雷
が
教
部
省
設
置
を
自
ら
の
目
で
確
か
め
ぬ
ま
ま
欧
州
各
国
へ
の
洋
行
に
旅
立
つ
の
だ
が
︒

�

西
本
願
寺
の
設
置
工
作
と
大
谷
光
尊
・
大
洲
鉄
然

無
論
︑
こ
う
し
て
太
政
官
で
教
部
省
設
置
の
具
体
的
な
検
討
が
な
さ
れ
る
な
か
で
︑
仏
教
者
︑
特
に
西
本
願
寺
で
は
そ
の
設
置
の
時
を
た
だ

待
っ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
︒
教
部
省
設
置
へ
向
け
た
準
備
や
政
府
へ
の
要
望
を
示
し
て
ゆ
く
︒
キ
リ
ス
ト
教
対
策
の
最
前
線
と
な
る
は
ず

の
仏
教
側
の
動
向
を
俯
瞰
す
る
こ
と
は
︑
留
守
政
府
で
の
政
策
決
定
過
程
へ
の
影
響
如
何
を
計
る
う
え
で
重
要
な
視
座
で
あ
る
︒
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西
本
願
寺
で
は
︑
江
戸
時
代
の
寺
檀
制
の
下
で
叶
わ
な
か
っ
た
︑
来
た
る
べ
き
布
教
準
備
を
着
々
と
進
め
る⑤
︒
明
治
四
年
一
二
月
︑
法
主
大

谷
光
尊
は
﹁
明
弁
国
体
︑
畏
敬
神
明
︑
履
行
倫
理
︑
防
禦
異
教
︑
拡
充
知
識
︑
開
導
利
用
﹂
と
い
う
六
つ
の
﹁
題
目
ニ
注
釈
ヲ
加
ヘ
シ
メ
是
ヲ

座
右
ニ
置
キ
テ
副
急
ニ
ソ
ナ
ヘ
ン
ト
欲
ス
﹂
と
本
山
執
行
部
に
命
じ
た⑥
︒
こ
れ
は
﹁
維
新
ノ
秋
ニ
当
テ

相
国
閣
下
屢
教
化
ヲ
委
任
シ
タ
マ
フ

ノ
内
旨
ア
リ
﹂
と
言
い
︑
三
条
実
美
か
ら
内
々
に
﹁
教
化
﹂
の
委
任
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
し
か
も
こ
の
題
目
は
﹁
金
口
ノ
説
﹂︑
立

派
な
人
物
の
説
と
言
う
が
︑
前
述
し
た
左
院
へ
出
仕
す
る
鴻
雪
爪
の
提
起
す
る
六
則
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
︑
鴻
の
関
与
を
窺
わ
せ
る
︒

早
速
︑
教
学
的
な
解
釈
に
取
り
か
か
っ
た
の
は
︑
島
地
黙
雷
で
あ
る
︒
島
地
は
渡
欧
直
前
の
明
治
五
年
一
月
︑﹁
拡
充
知
識
﹂︑﹁
開
導
利
用
﹂

の
二
つ
に
解
釈
を
施
し
て
︑
法
主
大
谷
光
尊
へ
提
出
す
る
︒
成
稿
し
た
の
は
前
者
が
一
月
一
〇
日
︑
後
者
が
一
二
日
の
こ
と
で
︑
五
日
に
光
尊

の
許
を
鴻
と
と
も
に
訪
問
す
る
な
ど
︑
鴻
の
建
議
が
共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る⑦
︒
こ
の
間
度
々
接
触
し
て
い
た
江
藤
新
平
と
と
も
に
や

は
り
鴻
が
重
要
な
関
与
を
し
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒
島
地
は
僧
侶
に
﹁
日
新
月
化
︑
漢
も
取
る
べ
く
︑
洋
も
取
る
べ
し
﹂
と
実
用
的
な
知

識
を
求
め
る
と
と
も
に
︑﹁
開
化
富
強
ニ
従
事
セ
シ
メ
バ
︑
遂
ニ
皇
国
ヲ
シ
テ
宇
内
万
国
ニ
卓
絶
ス
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
ン
﹂
と
︑
西
洋
化
を
念
頭

に
置
い
た
開
明
的
な
布
教
構
想
を
残
し
て
︑
日
本
を
後
に
し
た⑧
︒

布
教
実
施
へ
の
期
待
感
が
高
ま
る
に
つ
れ
︑
西
本
願
寺
で
は
明
治
五
年
に
入
っ
て
か
ら
一
層
の
建
議
工
作
に
打
っ
て
出
る
︒
明
治
五
年
一
月
︑

西
本
願
寺
中
本
山
で
あ
る
興
正
寺
︵
華
園
信
教
・
摂
信
︶
が
︑
僧
侶
の
旧
弊
を
改
善
し
よ
う
と
宗
教
行
政
機
関
の
設
置
を
求
め
た
﹇
10

Ｏ
﹈
︒
そ

し
て
︑
同
月
に
は
東
西
本
願
寺
に
よ
る
連
名
で
﹁
諸
般
ノ
事
ハ
其
管
轄
庁
ニ
テ
御
支
配
申
迄
モ
無
之
候
ヘ
共
︑
寺
院
教
法
総
括
被
成
下
候
﹂
と
︑

西
本
願
寺
だ
け
で
な
く
︑
東
本
願
寺
も
抱
き
込
ん
で
の
公
式
的
な
見
解
へ
と
発
展
し
︑
政
府
要
路
へ
早
期
設
置
を
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
﹇
11

Ｋ
﹈
︒

と
は
い
え
︑
当
時
の
東
本
願
寺
と
し
て
は
︑
近
世
中
期
以
来
の
宿
願
で
あ
る
﹁
一
向
宗
﹂
を
﹁
真
宗
﹂
へ
改
称
す
る
と
い
う
宗
名
問
題
の
解

決
を
課
題
と
し
て
お
り⑨
︑
東
西
本
願
寺
の
間
に
温
度
差
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
︒
東
本
願
寺
で
は
明
治
二
年
頃
か
ら
宗
名
改
称
を
単
独
で

政
府
へ
歎
願
し
て
い
た
が
︑
大
蔵
省
及
び
参
議
大
隈
重
信
に
対
し
て
再
度
願
い
出
た
明
治
五
年
二
月
に
は
︑
西
本
願
寺
な
ど
を
含
め
た
真
宗
五
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派
︵
東
西
本
願
寺
・
錦
織
寺
・
専
修
寺
・
佛
光
寺
︶
の
連
名
で
の
歎
願
に
発
展
す
る⑩
︒
真
宗
で
足
並
み
を
揃
え
て
一
気
に
山
積
す
る
課
題
を
解
決
し

よ
う
と
す
る
意
図
が
垣
間
見
え
る
︒

未
だ
留
守
政
府
に
お
い
て
教
部
省
設
置
の
発
表
が
な
さ
れ
な
い
な
か
︑
西
本
願
寺
は
焦
燥
感
を
募
ら
せ
る
︒
正
規
の
建
議
提
出
の
手
続
の
み

な
ら
ず
︑
裏
面
に
お
い
て
西
本
願
寺
の
設
置
工
作
が
先
鋭
化
し
て
ゆ
く
︒
二
月
一
○
日
︑
光
尊
が
大
洲
鉄
然
へ
宛
て
た
書
簡⑪
で
は
︑

不
日
教
部
省
ヲ
被
開
候
義
は
黙
雷
之
建
義
之
趣
意
之
方
哉
︑
左
院
之
議
決
之
方
哉
︑
一
寸
為
心
得
申
下
し
賜
度
候
︑
浅
草
松
葉
も
至
極
宜
趣
案
心
得
候
︑

乍
然
教
部
相
立
候
ニ
付
て
は
浅
草
ニ
切
ヲ
委
候
様
ニ
立
到
候
モ
残
念
候
︑
然
在
京
ニ
候
ハ
ヾ
其
迄
之
懸
念
は
無
之
候
間
何
卒
進
退
宜
様
其
地
之
都
合
ニ
有

度
候
⁝
教
部
之
立
ノ
ヲ
見
懸
帰
山
遺
憾
ニ
存
候
得
共
︑
致
方
無
之
様
克
儀
ニ
て
再
東
上
ト
存
候
︑
静
岡
ヨ
リ
西
え
帰
候
也
⁝
教
部
省
は
卿
大
輔
已
下
諸
官

省
之
通
哉
︑
又
太
政
官
中
寮
ヲ
被
設
候
事
哉
︑
掌
役
目
及
人
名
も
分
次
第
報
知
頼
入
候
浅
草
御
堂
も
分
次
第
報
知
頼
入
候

と
島
地
建
議
と
左
院
建
議
の
い
ず
れ
の
趣
旨
で
の
設
置
な
の
か
気
に
か
け
る
と
と
も
に
︑
省
・
寮
い
ず
れ
の
組
織
な
の
か
︑﹁
掌
役
目
及
人
名
﹂

の
人
事
に
つ
い
て
も
判
明
次
第
﹁
報
知
﹂
す
る
よ
う
指
示
す
る
︒
滞
京
中
に
教
部
省
設
置
が
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
も
﹁
遺
憾
﹂
と
し
て
い
る
︒

時
を
同
じ
く
し
て
︑
東
本
願
寺
で
も
﹁
教
部
寮
ハ
近
日
御
開
キ
﹂
と
の
動
き
を
察
知
し
て
お
り
︑
布
教
解
禁
に
向
け
て
大
蔵
大
輔
井
上
馨
か
ら

の
﹁
門
末
教
諭
可
仕
内
意
﹂
に
よ
り
﹁
両
本
願
寺
申
合
セ
﹂
の
﹁
教
諭
大
意
案
﹂
の
策
定
を
進
め
る⑫
︒
東
西
本
願
寺
で
は
︑
大
蔵
省
と
連
携
し

て
着
々
と
布
教
体
制
の
準
備
を
整
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒

続
け
て
︑
西
本
願
寺
と
し
て
は
更
な
る
設
置
工
作
を
進
め
︑
二
月
二
三
日
︑
大
洲
は
次
の
如
く
本
山
執
行
部
へ
報
告
す
る⑬
︒

陳
而
教
部
寺
院
二
ノ
内
︑
昨
秋
已
来
立
官
之
儀
願
立
有
之
︑
大
法
主
︵
大
谷
光
尊
︶
御
東
向
中
御
直
々
御
尽
力
も
有
之
候
処
︑
兎
角
故
障
出
来
︑
一
時
は

廟
議
も
変
更
致
し
殆
□ママ
ニ
チ
カ
ク
候
処
︑
今
朝
在ママ
院
出
仕
橋
爪ママ
︵
左
院
権
大
掌
記
・
橋
詰
敏
︶
と
申
人
よ
り
内
々
報
知
有
之
︑
今
日
ハ
発
表
有
之
と
の
事
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一
先
安
心
仕
候
︑
小
生
も
右
教
部
省
出
来
ノ
上
ハ
早
速
帰
洛
之
下
意
々
御
座
候
処
︑
大
法
主
御
申
置
之
事
件
︑
一
二
未
タ
片
附
不
申
︑
一
ハ
宗
名
︑
一
ハ

御
賞
賜
故
大
法
主

御

勤

王
︑
一
ハ
冨
山
一
件
︑
教
部
ヲ
合
シ
テ
四
ヶ
条
之
内
︑
御
賞
賜
モ
御
書
下
ケ
丈
ナ
ラ
ハ
最
早
何
時
も
成
就
仕
候
ヘ
ト
モ
︑
大
法
主
様
ノ
思
召

モ
有
之
︑
又
小
生
ノ
旧
願
も
有
之
︑
只
今
何
ト
モ
難
申
上
候
得
共
︑
其
儀
ニ
付
尽
力
最
中
也
︑
右
四
条
何
モ
成
就
仕
リ
ソ
ウ
ナ
模
様
御
座
候
故
︑
無
拠
帰

洛
モ
延
引
仕
候
︑
大
法
主
様
ヨ
リ
モ
右
成
就
迄
ハ
東
滞
可
仕
様
荒
井
駅
ヨ
リ
御
沙
汰
御
座
候
︑
又
海
内
御
巡
行
ニ
付
テ
モ
今
少
シ
小
生
当
地
ニ
入
用
御
座

候
︑
第
以
三
月
下
旬
ニ
モ
可
相
成
と
奉
存
候

こ
こ
か
ら
︑
西
本
願
寺
の
教
部
省
設
置
意
図
は
宗
名
問
題
や
故
・
前
法
主
広
如
へ
の
追
贈
︑
富
山
藩
合
寺
事
件
の
解
決
と
連
動
し
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
教
部
省
設
置
の
暁
に
は
光
尊
に
よ
る
全
国
布
教
構
想
が
あ
り
︑
真
宗
の
自
由
布
教
が
期
待
さ
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑
教

部
省
は
結
果
と
し
て
こ
の
日
の
設
置
と
な
ら
な
か
っ
た
が
︑
極
秘
裏
に
行
わ
れ
て
い
た
設
置
工
作
に
つ
い
て⑭
︑
大
洲
が
左
院
か
ら
の
情
報
収
集

に
尽
力
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
設
置
決
定
を
目
前
に
控
え
て
︑
こ
れ
ら
一
連
の
設
置
工
作
を
最
前
線
で
進
め
て
い
た
の
が

光
尊
の
﹁
思
召
﹂
を
受
け
た
大
洲
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

先
行
研
究
に
お
い
て
は
︑
西
本
願
寺
の
教
部
省
設
置
工
作
と
い
う
と
島
地
の
建
議
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
︑
以
降
の
設
置
決
定
過
程
へ
の
関

与
に
つ
い
て
全
く
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
︒
し
か
し
考
え
て
み
る
な
ら
ば
︑
実
際
に
決
定
へ
至
る
時
期
に
島
地
は
洋
行
中
で
あ
り
︑
島
地
の
提

起
し
た
構
想
を
引
き
継
ぎ
︑
設
置
工
作
の
実
働
部
隊
と
し
て
行
動
し
た
の
は
光
尊
の
意
図
を
受
け
た
大
洲
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
西
本
願
寺

の
教
部
省
設
置
工
作
は
島
地
の
建
議
に
加
え
て
︑
光
尊

鉄
然
ラ
イ
ン
の
水
面
下
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
教
団
組
織
の
最
高
意
思
と
し
て
法

主
の
意
向
が
︑
側
近
の
僧
侶
へ
伝
え
ら
れ
︑
実
行
に
移
す
だ
け
の
素
地
が
で
き
つ
つ
あ
っ
た
︒
あ
く
ま
で
政
府
外
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
政
府
の

宗
教
政
策
に
一
仏
教
教
団
の
僧
侶
が
干
渉
し
た
こ
と
は
︑
政
教
関
係
上
も
っ
と
強
調
さ
れ
て
よ
い
重
要
な
点
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
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教
部
省
設
置
を
め
ぐ
る
混
迷

続
い
て
︑
今
一
度
留
守
政
府
の
動
向
に
話
を
戻
し
て
︑
教
部
省
設
置
に
至
る
ま
で
の
議
論
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
そ
も
そ
も
︑
岩
倉
使

節
団
が
出
発
す
る
五
日
前
の
明
治
四
年
一
一
月
七
日
︑
使
節
団
と
留
守
政
府
の
間
で
約
定
が
結
ば
れ
て
お
り⑮
︑
そ
の
第
六
款
で
国
内
政
治
は

﹁
大
使
帰
国
﹂
後
に
﹁
大
ニ
改
正
﹂
す
る
た
め
︑
使
節
団
へ
の
﹁
照
会
﹂
な
し
に
﹁
新
規
ノ
改
正
﹂
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
た
︒
要
す
る

に
︑
教
部
省
新
設
は
当
然
明
ら
か
な
約
定
違
反
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
︒
と
な
る
と
︑
留
守
政
府
は
政
府
首
脳
が
不
在
に
す
る
中
で
約
定
を

無
視
し
て
で
も
︑
な
ぜ
性
急
に
設
置
に
至
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
︒
以
下
で
︑
留
守
政
府
内
で
の
議
論
を
具
体
的
な
争
点
ご
と
に
再
検
討
す
る
︒

ま
ず
︑
第
一
に
西
洋
諸
国
か
ら
の
非
難
を
想
定
し
た
宗
教
問
題
で
あ
る
︒
明
治
五
年
一
月
一
八
日
に
三
条
太
政
大
臣
か
ら
教
部
省
設
置
に
関

す
る
諮
問
を
受
け
る
と
︑
す
ぐ
さ
ま
反
応
を
示
し
た
の
が
外
務
卿
副
島
種
臣
で
あ
る
︒
二
二
日
に
太
政
官
下
問
書
の
審
議
が
行
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
︑
外
務
省
は
﹁
左
院
審
議
上
陳
之
論⑯
﹂
を
策
定
す
る
︒
西
洋
諸
国
の
事
例
に
通
じ
た
外
務
省
は
︑
文
明
国
な
ら
ば
﹁
各
其
所
好
ノ
教
法

ヲ
尊
信
セ
シ
メ
テ
可
ナ
リ
﹂
と
す
る
が
︑
日
本
の
場
合
は
神
・
儒
・
仏
の
﹁
教
道
ヲ
総
管
セ
シ
ム
ル
ハ
到
底
争
端
ヲ
集
会
セ
シ
ム
ル
而
巳
﹂
だ

と
懸
念
し
て
﹁
無
用
ノ
教
部
ヲ
置
ク
ノ
如
キ
余
計
ノ
世
話
ヲ
起
ス
ハ
尤
不
可
ナ
リ
﹂
と
し
て
︑
教
部
省
を
設
置
す
べ
き
で
は
な
い
と
陳
述
し
た
︒

太
政
官
下
問
書
に
つ
い
て
も
﹁
耶
蘇
ヲ
開
カ
ン
ト
欲
ス
ル
ノ
意
︑
明
了
ニ
発
見
シ
﹂︑﹁
是
ヲ
公
布
セ
ハ
天
下
囂
々
タ
ラ
ン
﹂
と
国
内
状
況
へ
も

配
慮
す
る
形
で
教
部
省
設
置
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
る
︒
か
か
る
外
務
省
の
批
判
の
根
底
に
は
︑
当
時
岩
倉
使
節
団
の
洋
行
中
に
よ
り
︑
宗
教

間
で
の
紛
争
や
キ
リ
ス
ト
教
問
題
で
西
洋
諸
国
か
ら
直
接
非
難
を
受
け
る
懸
念
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

第
二
に
︑
人
事
問
題
を
め
ぐ
る
紛
糾
で
あ
る
︒
二
月
に
入
り
︑
三
条
太
政
大
臣
を
中
心
に
教
部
省
の
人
事
構
想
が
練
ら
れ
て
い
っ
た
︒
ま
ず
︑

三
条
は
二
月
一
〇
日
︑
嵯
峨
実
愛
に
教
部
卿
就
任
を
依
頼
し
て
一
度
は
﹁
固
辞
﹂
さ
れ
る
も
︑
説
得
を
続
け
た
結
果
︑
一
八
日
に
は
嵯
峨
の
了

解
を
得
る
こ
と
に
成
功
す
る⑰
︒
当
時
の
寺
院
行
政
を
司
る
大
蔵
省
戸
籍
寮
と
の
事
務
の
引
き
継
ぎ
交
渉
も
な
さ
れ
︑
一
九
日
に
は
三
条
は
大
蔵

大
輔
井
上
馨
に
対
し
︑
教
部
省
設
置
に
あ
た
り
﹁
大
蔵
省
寺
社
事
務
章
程
相
改
候
間
︑
別
紙
を
以
打
合
申
候
至
急
回
答
有
之
度
候
也⑱
﹂
と
依
頼

教部省設置前後の政治過程と西本願寺（�岡）
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す
る
な
ど
︑
着
々
と
設
置
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
︒

だ
が
︑
結
果
か
ら
い
え
ば
︑
二
月
中
で
の
設
置
の
発
表
に
は
至
ら
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
二
一
日
に
黒
田
清
隆
開
拓
次
官
が
三
条
に
示
し
た
人

事
案
を
見
る
と
︑
最
終
決
定
と
は
異
な
る
構
想
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る⑲
︒
最
終
的
に
は
教
部
大
輔
に
福
羽
美
静
︑
教
部
少
輔
は
空
席
と
な
る

と
こ
ろ
︑
福
羽
は
左
院
大
中
議
官
で
︑
教
部
大
輔
に
長
州
藩
出
身
の
宍
戸
璣
︑
教
部
少
輔
に
薩
摩
藩
出
身
の
黒
田
清
綱
を
据
え
る
︑
神
祇
官
僚

出
身
者
で
も
な
い
薩
長
藩
閥
に
配
慮
し
た
人
事
案
が
あ
っ
た
︒
こ
の
大
輔
・
少
輔
の
人
事
は
後
に
実
現
す
る
こ
と
か
ら
︑
あ
る
程
度
有
力
な
案

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
か
も
︑
人
事
案
と
と
も
に
﹁
教
部
省
之
事
︒
江
藤
云
々
︒
江
藤
見
込
之
通
評
議
同
論
な
ら
は
今
日
所
置
︒﹂
と

書
き
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
解
釈
が
難
し
い
と
こ
ろ
だ
が
︑
状
況
か
ら
考
え
て
江
藤
が
賛
成
す
れ
ば
︑
直
ち
に
発
表
に
移
る
は
ず
で
あ
っ
た

と
読
め
る
︒
黒
田
の
メ
モ
と
は
い
え
︑
こ
の
人
事
案
に
何
ら
か
の
異
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
江
藤
ら
左
院
の
意
向
に
配
慮
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
が
先
送
り
の
一
因
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

無
論
︑
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
教
部
省
設
置
に
反
対
し
て
い
た
の
は
外
務
省
に
加
え
︑
井
上
馨
と
山
縣
有
朋
ら
残
留
長

州
閥
で
あ
っ
た
︒
二
月
二
九
日
︑
三
条
が
大
隈
へ
宛
て
た
書
簡
は⑳
︑
反
対
状
況
を
物
語
る
史
料
と
し
て
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
る
︒
三
条
は
教
部

省
に
つ
い
て
﹁
断
然
頃
日
来
決
定
之
通
︑
発
表
之
外
良
策
﹂
は
な
い
と
考
え
て
い
る
が
︑﹁
井
上
︵
馨
︶
︑
山
縣
︵
有
朋
︶
ニ
も
段
々
議
論
有
之
﹂

と
設
置
に
反
対
し
て
い
る
た
め
︑﹁
当
節
大
使
留
守
中
尤
官
中
協
和
肝
要
之
義
ニ
付
小
事
よ
り
葛
藤
を
生
し
﹂
る
の
は
﹁
尤
心
痛
﹂
と
す
る
心

情
を
吐
露
し
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
三
条
は
大
隈
を
頼
っ
て
﹁
井
上
へ
篤
御
談
有
之
候
様
依
頼
﹂
す
る
︒
特
に
三
条
が
﹁
甚
困
入
候
情
実
﹂
と
し

た
の
は
﹁
偏
井
上
之
処
一
尽
相
成
度
候
﹂
と
す
る
︒
三
条
を
悩
ま
す
﹁
情
実
﹂
の
根
幹
に
は
︑
人
事
問
題
だ
け
で
な
く
キ
リ
ス
ト
教
問
題
や
左

院
勢
力
の
意
向
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
︑
障
壁
と
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
︒

第
三
に
︑
約
定
書
の
遵
守
意
識
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
し
て
︑
二
月
二
二
日
に
正
院
と
し
て
使
節
団
に

対
し
︑
正
式
に
教
部
省
設
置
を
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
報
告
を
し
て
い
た
の
で
あ
る㉑

︒
正
院
の
設
置
理
由
の
報
告
に
よ
れ
ば
︑
神
祇
省
が

﹁
教
義
包
容
ノ
寛
大
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
示
シ
旁
以
不
都
合
﹂
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
同
省
被
廃
更
ニ
教
部
省
被
置
候
﹂
と
﹁
評
決
﹂
し
た
と
し
て
︑
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﹁
不
日
発
表
ノ
積
リ
﹂
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
使
節
団
を
完
全
に
無
視
し
て
断
行
し
た
訳
で
は
な
か
っ
た
︒
と
は
い
え
︑
そ
れ
が
約
定

書
の
定
め
る
﹁
照
会
﹂
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
く
︑
一
方
的
な
報
告
で
あ
っ
た
訳
だ
が
︒

三
条
自
身
と
て
︑
後
に
は
﹁
使
節
之
帰
朝
迄
ハ
不
得
止
事
件
之
外
ハ
総
而
変
革
改
正
も
不
致
と
申
旨
趣
﹂
を
徹
底
し
な
い
と
支
障
が
あ
る
と

し
て
︑
約
定
書
の
不
履
行
を
気
に
か
け
て
い
る㉒

︒
三
条
や
反
対
す
る
者
が
二
の
足
を
踏
ん
だ
の
も
︑
約
定
書
の
存
在
に
縛
ら
れ
た
の
か
も
し
れ

な
い
︒
そ
れ
で
は
︑
最
終
的
に
留
守
政
府
内
で
設
置
を
押
し
切
っ
た
の
は
︑
一
体
誰
か
︒
西
郷
隆
盛
や
左
院
と
見
る
説
が
あ
る
も㉓

︑
神
道
の
宗

教
化
が
彼
ら
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
そ
れ
を
放
念
し
て
ま
で
調
整
し
た
と
は
到
底
思
え
な
い
︒
最
高
意
思
決
定
権
者
で
あ

る
三
条
に
し
て
も
発
表
寸
前
ま
で
漕
ぎ
着
け
た
も
の
の
︑
今
ひ
と
つ
決
断
力
を
欠
い
て
い
た
︒

こ
の
混
乱
す
る
状
況
で
政
治
的
な
調
整
能
力
を
発
揮
し
た
一
人
と
し
て
︑
大
隈
重
信
が
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
大
隈
は
留
守
政
府
を
縛
る
約
定

書
を
逆
手
に
取
っ
て
︑
む
し
ろ
﹁
鬼
の
留
守
に
洗
濯㉔

﹂
と
言
わ
ん
ば
か
り
に
国
内
政
治
の
改
革
を
志
向
し
て
い
た
︒
三
月
七
日
に
は
︑
福
羽
が

大
隈
へ
﹁
御
発
表
遷
延
致
候
而
ハ
日
々
之
事
務
甚
不
決
着
ニ
而
困
リ
入
申
候
︑
申
上
ル
迄
ハ
無
之
候
得
共
御
差
急
キ
被
下
度㉕

﹂
と
神
祇
省
事
務

の
停
滞
に
よ
り
早
く
設
置
を
決
断
す
る
よ
う
迫
る
︒
先
に
見
た
反
対
意
見
に
苦
慮
す
る
三
条
に
加
え
︑
事
務
停
滞
に
困
惑
す
る
福
羽
ら
が
大
隈

に
相
談
し
て
い
た
こ
と
は
︑
彼
が
周
囲
か
ら
も
調
整
を
期
待
さ
れ
る
実
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
︒

加
え
て
︑
中
議
官
伊
地
知
正
治
ら
左
院
勢
力
が
主
唱
す
る
神
宮
東
京
遷
座
論
を
排
し
た
の
も
大
隈
で
あ
っ
た
︒
伊
地
知
正
治
は
左
院
の
教
部

省
設
置
建
議
以
来
︑
神
宮
東
京
遷
座
論
を
強
く
説
い
て
運
動
し
て
い
た
が
︑
実
現
寸
前
の
と
こ
ろ
で
大
隈
が
新
規
改
革
を
凍
結
す
る
約
定
書
を

楯
に
し
て
退
け
た
と
い
う㉖

︒
対
立
す
る
佐
佐
木
高
行
が
留
守
政
府
は
約
定
書
に
反
し
て
﹁
大
使
帰
朝
セ
サ
ル
中
ニ
︑
大
進
歩
ヲ
見
セ
ン
ト
︑

種
々
ノ
大
改
革
ヲ
着
手
﹂
し
て
い
る
と
﹁
大
ニ
感
ジ
ヲ
悪
ク
﹂
す
る
よ
う
に㉗

︑
大
隈
は
留
守
政
府
で
政
治
的
実
績
を
残
す
べ
く
躍
起
に
な
っ
て

い
た
︒
か
く
し
て
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
︑
三
月
一
四
日
に
な
っ
て
よ
う
や
く
教
部
省
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
︵
太
政
官
布
告
第
八
二
号
︶
︒

設
置
を
主
導
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
︑
未
だ
推
測
の
域
を
出
な
い
も
の
の
︑
三
条
や
大
隈
ら
留
守
政
府
に
お
い
て
方
向
性
を
同
じ
く
す
る
も
の

が
設
置
を
強
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

教部省設置前後の政治過程と西本願寺（�岡）
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①

西
川
誠
﹁
左
院
に
お
け
る
公
文
書
処
理

左
院
の
機
能
に
関
す
る
一
考
察
﹂

︵﹃
日
本
歴
史
﹄
第
五
二
八
号
︑
一
九
九
二
年
︶︑
六
八
頁
︒

②

前
掲
阪
本
是
丸
﹁
日
本
型
政
教
関
係
の
形
成
過
程
﹂︑
三
四
頁
︒

③

明
治
五
年
二
月
一
五
日
付
木
戸
孝
允
宛
河
瀬
真
孝
書
簡
︵﹃
木
戸
孝
允
関
係
文

書
﹄
三
︿
東
京
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
八
年
﹀︑
一
七
四
～
一
七
五
頁
︶︒

④

明
治
四
年
一
一
月
一
〇
日
付
三
条
実
美
宛
木
戸
孝
允
書
簡
︵﹃
木
戸
孝
允
文
書
﹄

四
︿
日
本
史
籍
協
会
︑
一
九
三
〇
年
﹀︑
三
一
六
頁
︶︒
こ
の
書
簡
は
︑
木
戸
の
不

在
中
西
本
願
寺
の
洋
行
問
題
に
つ
い
て
取
り
計
ら
う
よ
う
に
申
し
述
べ
た
も
の
で

あ
る
が
︑
洋
行
の
み
な
ら
ず
木
戸
の
不
在
中
西
本
願
寺
へ
配
慮
す
る
よ
う
︑
留
守

政
府
に
お
い
て
最
高
意
思
決
定
権
者
で
あ
る
三
条
を
牽
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
︒

⑤

維
新
政
府
も
﹁
民
政
指
支
ノ
筋
﹂
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
特
に
真
宗
に
対
し
て
巡

回
布
教
を
禁
じ
て
い
た
︵﹁
本
願
寺
光
沢
門
徒
教
諭
ノ
為
メ
近
畿
巡
廻
ヲ
止
ム
﹂

︿﹁
太
政
類
典
﹂
明
治
二
年
︑
第
一
編
・
第
一
二
一
巻
・
教
法
︑
太
〇
〇
一
二
一

一
〇
〇
︑
国
立
公
文
書
館
所
蔵
﹀︶︒

⑥

明
治
四
年
一
二
月
二
五
日
付
本
刹
執
事
所
宛
大
谷
光
尊
書
簡
︵﹁
広
如
明
如
両

上
人
御
筆
物
其
他
文
書
写
﹂
上
︿
本
願
寺
史
料
研
究
所
保
管
﹁
本
願
寺
文
書
﹂﹀︶︒

⑦

﹁
航
西
日
策
﹂︵﹃
島
地
黙
雷
全
集
﹄
第
五
巻
︿
本
願
寺
出
版
部
︑
一
九
七
八
年
﹀︑

一
九
～
二
〇
頁
︶︒
島
地
は
一
月
二
︑
四
日
に
も
鴻
を
訪
ね
た
ほ
か
︑
江
藤
の
許

に
も
一
月
八
︑
一
六
日
に
訪
ね
て
い
る
︒
一
一
日
に
は
光
尊
が
江
藤
を
訪
ね
る
な

ど
︑
西
本
願
寺
と
し
て
鴻
と
江
藤
へ
の
接
触
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
︒

⑧

﹁
拡
充
知
識
説
﹂﹁
開
導
利
用
説
﹂︵﹃
島
地
黙
雷
全
集
﹄
第
二
巻
︿
本
願
寺
出
版

協
会
︑
一
九
七
三
年
﹀
一
八
〇
︑
一
八
六
頁
︶︒
後
に
な
っ
て
︑﹃
教
義
新
聞
﹄
第

四
四
号
附
録
︵
明
治
七
年
二
月
一
六
日
︶
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
︵﹃
明
治

仏
教
思
想
資
料
集
成
別
巻

教
義
新
聞
﹄︿
同
朋
舎
︑
一
九
八
二
年
︑﹀
二
一
一
～

二
一
七
頁
︶︒

⑨

近
世
中
期
の
宗
名
論
争
に
つ
い
て
は
︑﹃
本
願
寺
史
﹄
第
二
巻
︵
浄
土
真
宗
本

願
寺
派
︑
一
九
六
一
年
︶︑
二
四
九
～
二
七
八
頁
︑
参
照
︒

⑩

﹁
一
向
宗
帰
ノ
儀
ニ
付
伺
幷
錦
織
寺
外
一
ケ
寺
華
族
被
列
ノ
儀
達
共
﹂︵﹁
公
文

録
﹂
明
治
五
年
・
第
一
五
巻
・
大
蔵
省
伺
二
︑
公
〇
〇
六
三
八
一
〇
〇
︑
国
立
公

文
書
館
所
蔵
︶︒
西
本
願
寺
側
か
ら
も
︑
後
の
回
顧
談
な
が
ら
﹁
明
治
二
年
か
四

年
に
︑
大
隈
が
参
議
で
︑
当
時
︑
参
議
は
築
地
に
住
し
て
居
ら
れ
た
︑
宗
主
︵
明

如
上
人
︶
や
私
︵
赤
松
和
上
︶
な
と
は
往
来
し
た
も
の
て
あ
つ
た
︑
此
間
に
宗
名

の
話
が
あ
り
て
︑
遂
に
真
宗
と
公
唱
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
た
の
で
あ
る
﹂︵
赤

松
連
城
談
話
﹁
明
治
五
年
三
月
一
二
日
真
宗
宗
名
復
旧
瑣
譚
﹂︿﹁
本
願
寺
維
新
史

料
宿
老
談
話
筆
記
﹂
一
九
一
一
年
一
二
月
一
〇
日
筆
記
︑
九
丁
︑
龍
谷
大
学
大
宮

図
書
館
所
蔵
﹀︶
と
あ
る
よ
う
に
︑
大
隈
重
信
の
関
与
を
窺
わ
せ
る
︒

⑪

明
治
五
年
二
月
一
〇
日
付
大
洲
鉄
然
宛
大
谷
光
尊
書
簡
︵﹁︵
山
口
県
大
島
郡
︶

覚
法
寺
文
書
﹂︶︒

⑫

明
治
五
年
二
月
一
四
日
付
大
谷
光
瑩
書
簡
︵﹃
白
華
教
部
省
雑
纂
﹄︿
大
谷
大
学

国
史
研
究
室
︑
一
九
三
四
年
﹀︑
九
九
頁
︶︒

⑬

明
治
五
年
二
月
二
三
日
付
西
京
西
六
条
安
養
院
・
上
原
三
楽
・
林
俊
勝
・
順
照

寺
宛
東
京
出
役
覚
宝マ

マ

︵
法
︶
寺
鉄
然
書
簡
︵﹁
明
治
初
年
築
地
坊
舎
ニ
於
ケ
ル
文

書
﹂︿
本
願
寺
史
料
研
究
所
保
管
﹁
本
願
寺
文
書
﹂﹀︶︒

⑭

神
祇
省
内
宣
教
使
に
出
仕
す
る
常
世
長
胤
が
﹁
三
月
の
十
四
日
と
い
ふ
日
に
は
︑

大
い
な
る
地
震
の
災
ひ
⁝
福
羽
門
脇
の
両
氏
な
ど
は
兼
て
知
た
る
事
に
あ
る
べ
け

れ
ど
︑
其
の
他
の
官
員
は
夢
に
も
知
ら
ざ
る
事
な
れ
ば
︑
驚
き
周
章
た
る
事
限
り

な
し
﹂︵﹁
神
祇
官
沿
革
物
語
﹂
國
學
院
大
學
図
書
館
所
蔵
︶
と
示
し
た
反
応
か
ら
︑

そ
も
そ
も
教
部
省
設
置
の
検
討
は
秘
密
裏
に
進
行
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒

⑮

﹁
大
臣
参
議
及
各
省
卿
大
輔
約
定
書
﹂︵﹁
大
使
書
類
︵
原
本
︶﹂
単
〇
〇
三
二
四

一
〇
〇
︑
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︶︒
そ
の
発
案
者
は
諸
説
あ
る
が
︑
約
定
書
策
定

に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
大
蔵
大
輔
井
上
馨
と
さ
れ
る
︵
高
橋
秀
直
﹁
廃

藩
政
府
論

ク
ー
デ
タ
ー
か
ら
使
節
団
へ

﹂︿﹃
日
本
史
研
究
﹄
第
三
五
六
号
︑

一
九
九
二
年
﹀︑
八
四
頁
︑
及
び
小
幡
圭
祐
﹁
廃
藩
置
県
後
の
﹁
事
務
﹂﹂︿
同
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﹃
井
上
馨
と
明
治
国
家
建
設

﹁
大
大
蔵
省
﹂
の
成
立
と
展
開

﹄
吉
川
弘
文
館
︑

二
〇
一
八
年
﹀︑
六
三
頁
︑
等
参
照
︶︒

⑯

﹁
左
院
審
議
上
陳
之
論
﹂︵﹁
副
島
種
臣
文
書
﹂
二
六
︑
国
立
国
会
図
書
館
憲
政

資
料
室
所
蔵
︶︒

⑰

臨
時
帝
室
編
修
局
﹁
嵯
峨
実
愛
日
記

続
愚
林
記

東
京
四
﹂
明
治
五
年
︵
三

五
〇
八
八
︑
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
︶︒

⑱

明
治
五
年
二
月
一
九
日
付
井
上
馨
宛
三
条
実
美
書
簡
︵﹁
井
上
馨
関
係
文
書
﹂

四
八
七

二
︑
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
︶︒

⑲

︵
明
治
五
年
︶
二
月
二
一
日
付
大
隈
重
信
宛
三
条
実
美
書
簡
︵﹃
大
隈
重
信
関
係

文
書
﹄
六
︿
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
﹀︑
九
三
頁
︶︒
三
条
は
大
隈
に
対
し
て
︑

黒
田
の
人
事
案
を
﹁
尤
に
相
考
候
﹂
と
し
つ
つ
も
︑﹁
既
に
御
発
令
も
有
之
候
事

故
今
更
不
都
合
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
が
︑
人
事
の
検
討
過
程
が
分
か
る
も
の
と
し

て
注
目
で
き
る
︒

⑳

明
治
五
年
二
月
二
九
日
付
大
隈
重
信
宛
三
条
実
美
書
簡
︵
同
前
﹃
大
隈
重
信
関

係
文
書
﹄
六
︑
九
三
頁
︶︒

㉑

明
治
五
年
二
月
二
二
日
付
特
命
全
権
大
使
副
使
宛
正
院
報
告
︵﹁
大
使
書
類
原

本

本
朝
公
信
﹂
単
〇
〇
三
一
七
一
〇
〇
︑
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︶︒

㉒

︵
明
治
六
年
︶
五
月
一
八
日
付
大
隈
重
信
宛
三
条
実
美
書
簡
︵
前
掲
﹃
大
隈
重

信
関
係
文
書
﹄
六
︑
一
〇
六
頁
︶︒

㉓

前
掲
阪
本
是
丸
﹁
日
本
型
政
教
関
係
の
形
成
過
程
﹂︑
四
二
頁
︑
及
び
前
掲
狐

塚
裕
子
﹁
教
部
省
の
設
立
と
江
藤
新
平
﹂︑
一
五
八
頁
︒
西
郷
隆
盛
が
﹁
僧
侶
や

神
官
を
使
っ
て
︑
教
部
省
を
起
さ
う
と
思
ふ
︑
さ
う
し
て
そ
の
創
立
は
当
分
江
藤

に
や
ら
せ
よ
う
と
思
ふ
﹂
と
語
っ
た
話
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
だ
が
︑
後
年
の
談

話
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
︵
前
掲
芳
村
正
秉
﹁
明
治
初
年
の
政
府
と
神
仏

二
教
﹂︑
二
〇
八
～
二
〇
九
頁
︶︒

㉔

﹃
大
隈
伯
昔
日
譚
﹄︵
明
治
文
献
復
刻
版
︑
一
九
七
二
年
︶︑
五
六
八
～
五
六
九

頁
︒

㉕

明
治
五
年
三
月
七
日
付
大
隈
重
信
宛
福
羽
美
静
書
簡
︵﹃
大
隈
重
信
関
係
文
書
﹄

九
︿
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
一
三
年
﹀︑
二
一
三
頁
︶︒

㉖

前
掲
﹃
大
隈
伯
昔
日
譚
﹄︑
六
〇
四
～
六
〇
七
頁
︒
神
宮
遷
座
案
に
対
し
て
は
︑

三
条
実
美
や
そ
の
周
辺
で
も
反
対
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︵
秋
元
信
英
﹁
明
治
初

年
の
伊
勢
神
宮
遷
座
案
﹂︿﹃
神
道
宗
教
﹄
第
九
六
号
︑
一
九
七
九
年
﹀︑
三
七
頁
︶︒

㉗

前
掲
﹃
保
古
飛
呂
比

佐
佐
木
高
行
日
記
﹄
五
︑
二
三
八
頁
︒

第
三
章

教
部
省
設
置
後
の
方
針
と
そ
の
反
応

�

教
部
省
設
置
と
そ
の
方
針

本
章
で
は
︑
教
部
省
が
設
置
当
初
に
採
っ
た
方
針
を
確
認
し
た
上
で
︑
そ
れ
に
諸
勢
力
が
い
か
な
る
反
応
を
示
し
た
の
か
︑
設
置
を
主
唱
し

た
西
本
願
寺
の
動
向
と
と
も
に
明
ら
か
に
す
る
︒

前
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
教
部
省
の
設
置
を
め
ぐ
っ
て
は
左
院
や
太
政
官
正
院
の
意
見
が
相
反
し
て
混
迷
を
深
め
た
が
︑
結
果
と
し
て
は

教部省設置前後の政治過程と西本願寺（�岡）
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そ
の
〝
中
身
〟
を
骨
抜
き
に
す
る
形
で
︑
教
部
省
は
あ
く
ま
で
神
・
仏
・
儒
の
事
務
を
統
轄
す
る
機
関
と
し
て
︑
〝
外
見
〟
だ
け
設
置
さ
れ
た

よ
う
に
映
る
︒
先
行
研
究
で
は
設
置
時
点
で
左
院
︑
太
政
官
の
い
ず
れ
の
意
見
が
採
用
さ
れ
た
の
か
︑
と
い
う
点
で
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
︑

そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
く
恐
ら
く
様
々
な
事
情
を
勘
案
し
て
意
図
的
に
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
二
択
と
い
う
よ
り
様
々

な
主
張
の
最
大
公
約
数
を
採
っ
た
形
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
設
置
方
針
が
見
え
づ
ら
く
︑
後
述
す
る
展
開
に
見
る
よ
う
に
属
人
的
な
要
素
に
左
右

さ
れ
や
す
い
一
因
と
も
な
っ
た
︒
政
策
決
定
の
中
心
で
あ
る
正
院
に
対
し
︑
真
宗
や
左
院
な
ど
と
い
っ
た
諸
勢
力
の
様
々
な
思
惑
が
働
く
な
か

で
︑
意
思
決
定
は
歪
め
ら
れ
︑
設
置
を
強
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

だ
か
ら
こ
そ
︑
当
初
よ
り
設
置
に
つ
い
て
﹁
不
可
行
論
﹂﹁
不
都
合
﹂
を
表
明
し
て
い
た
外
務
省
は
︑
設
立
後
に
﹁
突
然
御
一
定
﹂
と
い
っ

て
驚
き
を
隠
せ
な
い
で
い
た①
︒
省
庁
間
の
調
整
が
必
ず
し
も
う
ま
く
い
っ
て
い
た
と
言
い
が
た
く
︑
あ
ま
り
に
拙
速
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
︒
洋
行
中
の
岩
倉
具
視
に
対
し
て
も
︑
当
然
時
差
を
伴
う
の
で
設
置
後
に
な
っ
て
﹁
教
部
省
ノ
コ
ト
﹂﹁
法
教
云
云
ノ
コ
ト
﹂
な
ど
の

﹁
御
細
示
何
も
今
拝
承
﹂
し
た
と
言
い
︑
調
整
不
足
が
露
呈
し
て
い
る②
︒
岩
倉
は
三
条
に
対
し
て
︑﹁
孛
国
﹂︵
プ
ロ
シ
ア
︶
で
﹁
カ
ト
リ
キ
教

ノ
内
ヂ
ェ
ズ
イ
ツ
ト
ノ
徒
﹂
が
追
放
さ
れ
た
事
例
を
紹
介
し
な
が
ら
︑
せ
い
ぜ
い
﹁
法
教
寛
恕
ノ
事
自
由
﹂︑
つ
ま
り
信
教
の
自
由
に
つ
い
て

は
﹁
此
一
事
ハ
決
而
御
施
行
無
之
様
存
候
﹂
と
釘
を
刺
す
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
︒
宗
教
問
題
に
慎
重
さ
を
求
め
る
ゆ
え
︑﹁
自
今
新
規
御
仕

法
御
発
令
ノ
義
ハ
厚
ク
御
注
意
有
之
度
﹂
と
約
定
書
の
違
反
に
つ
い
て
苦
言
を
呈
す
る
も
︑
責
め
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒

さ
て
︑
明
治
五
年
︵
一
八
七
二
︶
三
月
に
発
足
し
た
教
部
省
官
員
の
陣
容
を
見
る
と
︑
教
部
卿
に
嵯
峨
実
愛
︑
御
用
掛
に
は
江
藤
新
平
が
着

任
し
た③
︒
そ
の
他
︑
実
務
者
と
し
て
は
旧
神
祇
省
か
ら
引
き
続
き
大
輔
と
し
て
福
羽
美
静
︑
四
等
出
仕
︵
後
に
大
丞
︶
と
し
て
門
脇
重
綾
︑
五

等
出
仕
︵
後
に
少
丞
︶
と
し
て
天
野
正
世
︑
小
野
述
信
が
入
省
す
る
︒
発
足
当
初
の
人
事
面
で
は
︑
旧
神
祇
省
か
ら
横
滑
り
し
た
者
が
多
く
を

占
め
る
こ
と
か
ら
︑
実
務
的
に
は
神
祇
省
事
務
を
引
き
継
い
だ
格
好
で
あ
る
︒
こ
れ
を
以
て
︑
高
木
博
志
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
設
置
当
初
﹁
江

藤

福
羽
路
線
の
教
部
行
政
が
展
開④
﹂
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
路
線
下
に
お
い
て
︑
教
部
省
職
制
並
事
務
章
程
の
制
定
︵
三
月
一
八
日
︑
太
政
官

無
号
︶
や
宮
中
祭
祀
事
務
の
式
部
寮
へ
の
移
管
︵
同
月
二
三
日
︑
太
政
官
布
告
第
九
二
号
︶
︑
教
導
職
の
設
置
︵
四
月
二
五
日
︑
太
政
官
布
告
第
一
三
二
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号
︶
な
ど
︑
矢
継
ぎ
早
に
教
部
行
政
の
骨
格
が
形
作
ら
れ
て
ゆ
く
︒

と
に
か
く
〝
外
見
〟
を
作
る
こ
と
を
急
い
だ
た
め
か
︑
教
部
省
の
方
針
も
ま
た
︑
設
置
後
に
な
っ
て
急
拵
え
で
整
え
ら
れ
て
ゆ
く
︒
四
月
二

八
日
に
は
﹁
敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
ヘ
キ
事
﹂﹁
天
理
人
道
ヲ
明
ニ
ス
ヘ
キ
事
﹂﹁
皇
上
ヲ
奉
戴
シ

朝
旨
ヲ
遵
守
セ
シ
ム
ヘ
キ
事
﹂
と
い
う
︑

所
謂
三
条
教
則
が
制
定
さ
れ
る
︵
教
部
省
達
︶
︒
こ
れ
は
設
置
以
前
か
ら
検
討
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
︑
前
述
し
た
左
院
の
鴻
雪
爪
が
六
条
の
題
目

を
提
案
し
て
い
た
こ
と
に
加
え
て
︑
神
祇
省
に
お
い
て
も
三
条
教
則
に
つ
な
が
る
教
則
案
の
策
定
を
進
め
て
い
た⑤
︒
五
則
か
ら
な
り
︑﹁
天
神

ニ
敬
事
ス
ル
事
﹂﹁
人
倫
ノ
道
ニ
順
フ
事
﹂﹁
祖
先
ヲ
祭
祀
ス
ル
事
﹂﹁
各
其
ノ
職
ヲ
効
ス
事
﹂﹁
不
善
ヲ
作
ス
不
可
カ
ラ
サ
ル
事
﹂
と
︑
儒
教
的

な
徳
目
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
点
を
特
徴
と
す
る
︒
福
羽
ら
津
和
野
派
が
儒
教
的
要
素
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と⑥
︑
福
羽
の
手

に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
︒

教
部
省
設
置
直
後
の
三
月
二
〇
日
に
は
︑﹁
教
導
職
ヘ
相
渡
候
草
案
﹂
で
六
条
の
教
則
案
が
示
さ
れ
る⑦
︒﹁
敬
神

尊
皇
﹂﹁
倫
理
﹂﹁
仁
義
忠

義
﹂
な
ど
の
倫
理
的
徳
目
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
加
え
︑
神
道
・
仏
教
の
代
表
者
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
﹁
大
教
諭
﹂﹁
大
教
正
﹂
を
置
く
こ
と
︑

﹁
人
民
ヲ
教
諭
﹂
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
点
で
福
羽
の
意
向
に
近
い
︒
だ
が
四
月
に
入
り
︑
左
院
か
ら
当
初
よ
り
教
則
を
構
想
す
る
鴻
雪
爪
に

加
え
て
︑
高
崎
五
六
︑
伊
地
知
正
治
ら
の
人
員
が
教
部
省
御
用
掛
と
し
て
送
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
り⑧
︑
左
院
の
意
向
が
働
く
条
件
が
整
う
︒

以
後
︑
恐
ら
く
左
院
勢
と
福
羽
と
の
間
で
議
論
が
本
格
的
に
進
む
な
か
で
︑
最
終
案
が
四
月
二
三
日
に
出
て
く
る
と
︑
当
初
﹁
敬
神
報
国
﹂
で

あ
っ
た
箇
所
を
わ
ざ
わ
ざ
﹁
敬
神
愛
国
﹂
へ
修
正
し
て
国
家
へ
の
忠
誠
を
強
調
す
る
形
で⑨
︑
神
仏
い
ず
れ
の
立
場
も
明
示
し
な
い
曖
昧
な
三
条

教
則
に
落
ち
着
い
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
で
も
曖
昧
過
ぎ
る
教
部
省
の
政
策
趣
旨
ゆ
え
に
︑
そ
れ
を
公
的
に
解
説
し
た
の
が
教
部
大
丞
門
脇
重
綾
の
﹁
教
部
要
説⑩
﹂
で
あ
る
︒
設

立
直
後
の
教
部
省
の
政
策
方
針
や
方
向
性
を
読
み
取
れ
る
︒
要
職
に
あ
っ
て
﹁
某
参
議
ヘ
聴
キ
合
セ
シ
処
教
部
省
ヲ
立
ル
眼
目
正
院
議
論
此
書

ノ
通
リ
ナ
リ
﹂
と
し
て
参
議
ら
の
お
墨
付
き
も
得
て
い
る
︒
門
脇
は
﹁
教
部
ハ
教
義
ニ
関
ス
ル
︑
一
切
事
務
ヲ
統
理
ス
ル
ヲ
掌
ル
﹂
も
の
と
捉

え
︑
あ
く
ま
で
﹁
教
義
ヲ
掌
ル
ニ
非
ス
﹂
と
し
︑
世
の
中
で
﹁
専
ラ
我
カ
国
教
ヲ
創
立
シ
︑
或
ハ
外
教
ヲ
排
撃
ス
ル
所
以
ノ
モ
ノ
﹂
と
混
同
す

教部省設置前後の政治過程と西本願寺（�岡）
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る
の
は
誤
解
だ
と
説
く
︒
そ
の
上
で
︑
三
条
教
則
で
あ
る
﹁
夫
三
章
ハ
国
法
也
︑
教
法
ニ
非
ル
也
︑
教
部
ハ
施
政
ノ
官
也
︑
教
導
ノ
官
ニ
非
ル

ナ
リ
﹂
と
し
て
︑﹁
国
体
ヲ
無
窮
ニ
保
チ
︑
光
輝
ヲ
海
外
ニ
洽
カ
ラ
シ
メ
ン
﹂
た
め
に
は
︑﹁
教
導
ノ
任
方
今
国
家
ノ
緊
要
タ
リ
﹂
と
強
調
す
る

の
で
あ
る
︒
あ
く
ま
で
教
部
省
を
﹁
事
務
﹂
を
扱
う
官
省
と
位
置
づ
け
︑
三
条
教
則
も
﹁
国
法
﹂
だ
と
し
て
︑
宗
教
的
な
教
化
政
策
と
は
一
線

を
引
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

�

旧
神
祇
省
と
左
院
の
相
克

一
方
で
︑
設
置
後
早
く
も
政
府
内
で
は
教
部
省
の
方
針
を
め
ぐ
る
内
訌
が
生
じ
る
︒
そ
れ
は
江
藤

福
羽
と
左
院
︵
伊
地
知
正
治
・
高
崎
五

六
︶
と
の
対
立
で
あ
り
︑
そ
の
内
実
は
﹁
福
羽
の
説
は
神
仏
教
混
淆
と
云
︑
左
院
の
説
は
是
非
神
道
を
首
に
立
て
行
く
と
云
事⑪
﹂
と
い
う
点
に

あ
っ
た
︒
高
木
博
志
に
よ
れ
ば
︑
対
立
に
は
︵
一
︶
教
導
職
最
上
級
で
あ
る
大
教
正
の
神
仏
一
本
化
︑︵
二
︶
編
輯
課
を
め
ぐ
る
対
立
︑︵
三
︶

神
道
へ
の
財
政
支
援
︑︵
四
︶
神
宮
教
導
職
東
西
両
部
へ
の
区
分
な
ど
四
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る⑫
︒
左
院
は
﹁
神
仏
教
混
淆
﹂
路
線
で

あ
る
江
藤

福
羽
に
抗
っ
て
既
存
の
制
度
を
も
破
棄
し
よ
う
と
工
作
し
て
ゆ
き
︑
も
は
や
省
内
は
混
乱
の
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
︒

旧
神
祇
省
と
左
院
の
対
立
に
つ
い
て
は
︑
左
院
の
宮
島
誠
一
郎
の
手
許
に
残
さ
れ
た
﹁
廃
神
祇
官ママ
起
教
部
省
議⑬
﹂
と
い
う
文
書
に
詳
し
く
記

さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
当
該
期
の
左
院
の
意
見
を
示
す
と
思
わ
れ
る
文
書
で
︑
左
院
の
教
部
省
設
置
へ
の
対
応
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
教
部
大

輔
に
福
羽
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
﹁
皇
道
地
ニ
墜
可
申
﹂
状
況
で
あ
り
︑﹁
是
非
と
も
に
伊
地
知
︵
正
治
︶
大
議
官
ヲ
彼
省
之
少
輔
ニ
推
任
﹂

す
る
構
想
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
だ
が
﹁
伊
地
知
ハ
左
院
之
骨
子
﹂
で
も
あ
り
﹁
教
部
ニ
坐
ス
コ
ト
不
能
﹂
と
の
こ
と
か
ら
︑
結
果
的
に
﹁
兼
勤

為
致
シ
方
外
ニ
無
之
﹂
と
し
て
左
院
出
仕
の
伊
地
知
正
治
︑
高
崎
五
六
︑
丸
岡
莞
爾
が
教
部
省
兼
勤
に
決
着
し
た
と
あ
る
︒
左
院
と
し
て
は
福

羽
へ
不
信
感
を
抱
い
て
お
り
︑
そ
の
牽
制
と
し
て
﹁
兼
勤
﹂
を
送
り
込
ん
だ
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
う
し
た
危
機
感
を
持
つ
左
院
は
︑
福
羽
へ
の
対
抗
策
に
打
っ
て
出
る
︒
そ
れ
が
︑
高
崎
五
六
が
草
し
た
と
思
わ
れ
る
神
道
援
助
論
で
あ
る⑭
︒

高
崎
は
﹁
成
人
﹂
で
あ
る
仏
教
に
対
し
て
﹁
神
道
ハ
未
ダ
全
ク
教
法
完
備
﹂
し
て
お
ら
ず
﹁
嬰
児
ノ
如
シ
﹂
だ
と
い
う
︒
ゆ
え
に
﹁
我
神
道
ノ
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教
法
ヲ
纂
述
﹂
し
﹁
父
母
ノ
赤
子
ヲ
看
護
ス
ル
ノ
思
ヲ
ナ
シ
︑
政
府
モ
之
ヲ
維
持
シ
︑
本
省
モ
此
道
ヲ
興
隆
ス
ル
ヲ
以
テ
職
分
ヲ
尽
ス
ト
致
シ

候
事
ニ
御
処
分
ヲ
願
度
﹂
と
し
て
︑
政
府
・
教
部
省
が
宗
教
と
し
て
の
﹁
神
道
﹂
を
援
助
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
福
羽
は

﹁
神
道
ヲ
援
助
ス
ル
件
ハ
素
ヨ
リ
同
論
﹂
で
あ
る
が
﹁
伊
地
知
高
崎
之
如
ク
︑
今
度
官
費
官
給
等
ヲ
仰
き
候
事
ハ
い
つ
ま
で
も
不
納
得
﹂
で
あ

り
︑
さ
ら
に
﹁
伊
地
知
高
崎
ノ
同
意
之
も
の
も
相
見
︑
甚
困
り
入
申
候⑮
﹂
と
左
院
の
動
き
に
悩
ま
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
あ
く
ま
で
福
羽
と
し
て

は
︑
神
道
に
﹁
官
費
官
給
﹂
を
投
ず
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
し
て
い
た
︒
も
は
や
教
部
省
内
で
は
﹁
近
日
省
中
異
論
之
義
ニ
付
⁝
其
内
百
般
之
事

務
渋
滞
︑
甚
困
入
候⑯
﹂
と
抜
き
差
し
な
ら
な
い
事
態
と
な
り
︑
早
期
解
決
が
必
至
と
な
っ
て
く
る
︒

事
態
を
重
く
見
た
三
条
は
︑﹁
教
部
之
事
も
如
此
事
ニ
相
成
侯
而
者
︑
国
家
之
盛
衰
ニ
も
関
係
不
容
易
義
と
痛
心
之
事
ニ
御
座
候
︑
就
而
者

高
按
之
通
︑
双
方
共
一
先
相
離
れ
候
方
︑
上
策⑰
﹂
で
あ
る
と
し
て
︑
五
月
二
四
日
に
江
藤
︑
福
羽
︑
伊
地
知
︑
高
崎
ら
教
部
省
設
置
に
携
わ
っ

た
メ
ン
バ
ー
を
総
退
陣
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
問
題
の
決
着
を
図
っ
た⑱
︒
こ
の
対
立
の
意
義
と
は
︑
教
部
省
の
不
安
定
性
を
暴
露
し
︑
か
つ
仏
教

が
政
府
施
策
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
薩
摩
閥
で
あ
る
伊
地
知
・
高
崎
ら
は
危
機
感
を
持
ち
︑
宗
教
的
な
﹁
神
道
﹂
の
存
立
に
動
揺
が

生
じ
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
︑
大
輔
に
宍
戸
璣
︵
長
州
藩
出
身
︶
が
︑
少
輔
に
は
黒
田
清
綱
︵
薩
摩
藩
出
身
︶
と
い
う
︑
神
祇
省
・
左
院
出

身
者
で
も
な
い
︑
薩
長
藩
閥
の
人
事
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
事
務
的
な
体
制
が
成
立
す
る
︒

�

西
本
願
寺
の
教
部
省
設
置
へ
の
反
応

さ
て
︑
教
部
省
設
置
の
時
点
で
一
人
利
益
を
蒙
っ
た
の
が
真
宗
勢
力
で
あ
る
︒
設
置
と
同
時
に
︑
三
月
一
〇
日
に
東
西
本
願
寺
の
教
導
巡
回

が
許
可
さ
れ
︵
大
蔵
省
達
第
三
六
号
︶
︑
一
四
日
に
は
真
宗
五
派
が
要
求
し
て
い
た
宗
名
に
つ
い
て
も
﹁
一
向
宗
﹂
名
か
ら
﹁
真
宗
﹂
名
へ
の
変

更
が
許
さ
れ
る
︵
太
政
官
達
号
外
︶
︒
西
本
願
寺
の
ほ
ぼ
意
に
沿
っ
た
形
で
要
求
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
︒
他
に
も
︑
鴻
雪
爪
が
主
唱
し
た
︑
他

宗
派
の
戒
律
で
禁
ず
る
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
の
解
禁
も
︵
四
月
二
五
日
︑
太
政
官
布
告
第
一
三
三
号
︶
︑
真
宗
寄
り
の
施
策
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
︒

こ
の
内
教
導
巡
回
の
許
可
に
あ
た
っ
て
は
︑
前
述
し
た
東
本
願
寺
と
大
蔵
大
輔
井
上
馨
と
の
間
で
調
整
が
進
め
ら
れ
て
い
た
︑
真
宗
の
布
教
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構
想
を
示
し
た
﹁
教
諭
大
意
﹂
も
認
め
ら
れ
て
い
る⑲
︒
そ
も
そ
も
真
宗
四
派
︵
東
西
本
願
寺
・
興
正
寺
・
佛
光
寺
︶
共
通
の
成
案
を
得
た
本
文
書

は
︑
大
蔵
省
が
﹁
皇
政
ノ
仁
恵
ト
宗
門
ノ
真
理
ト
ヲ
開
導
﹂
す
る
心
得
を
示
し
た
も
の
と
し
て
認
め
︑
本
文
に
お
い
て
﹁
我
門
流
ノ
徒
真
俗
二

諦
ノ
欠
ク
可
ラ
サ
ル
教
旨
﹂
に
基
づ
き
︑﹁
朝
命
ノ
出
ル
所
ヲ
遵
奉
シ
国
民
ヲ
シ
テ
開
明
ノ
政
化
ニ
誘
導
セ
シ
ム
ル
ヲ
布
教
伝
道
ノ
任
ト
ス
﹂

と
﹁
朝
命
﹂
へ
の
遵
奉
姿
勢
を
謳
う
︒
こ
れ
に
加
え
て
︑
真
宗
五
派
︵
東
西
本
願
寺
・
錦
織
寺
・
専
修
寺
・
佛
光
寺
︶
に
よ
る
三
条
教
則
の
解
釈
書

も
ま
と
め
ら
れ
て
い
る⑳
︒
真
宗
と
し
て
は
﹁
皇
上
ノ
至
仁

朝
旨
ノ
ア
ル
処
ヲ
知
ラ
シ
ム
ル
ヲ
任
ト
ス
﹂
と
し
て
︑
大
教
院
設
立
と
﹁
教
諭

場
﹂
を
全
国
に
設
け
る
と
い
う
教
化
構
想
を
具
体
的
に
示
す
な
ど
︑
設
置
当
初
よ
り
三
条
教
則
へ
の
遵
守
姿
勢
を
一
様
に
示
し
て
い
た
︒

教
部
省
設
置
後
︑
大
谷
光
尊
は
大
隈
重
信
に
宛
て
﹁
旧
冬
来
滞
京
中
は
種
々
御
配
慮
に
預
り
爾
後
引
続
鉄
然
靖
等
時
々
登
堂
︑
蒙
御
厚
意
候

段
万
謝
難
尽
筆
紙
候㉑

﹂
と
礼
状
を
書
き
送
っ
て
お
り
︑
や
は
り
教
部
省
設
置
や
一
連
の
真
宗
に
寄
り
添
っ
た
政
策
に
は
大
隈
の
﹁
御
配
慮
﹂
が

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
政
府
要
路
の
評
価
と
し
て
も
︑
真
宗
を
別
格
の
位
置
づ
け
で
以
て
期
待
す
る
︒
三
条
実
美
は
設
置
後
の
説
教
状
況
に

つ
い
て
岩
倉
具
視
へ
報
告
す
る
な
か
で
︑﹁
仏
家
之
義
両
本
願
寺
抔
ハ
別
し
て
憤
発
ニ
而
教
導
方
も
至
極
面
白
ク
専
勉
励
仕
候
様
ニ
承
候
﹂
と

し
て
︑
真
宗
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る㉒

︒

西
本
願
寺
と
し
て
は
全
て
思
い
通
り
で
あ
っ
た
よ
う
で
︑
光
尊
が
大
洲
鉄
然
の
こ
れ
ま
で
の
﹁
尽
力
﹂
を
慰
労
し
︑﹁
多
年
之
懇
願
︑
教
部

一
省
断
然
御
開
に
相
成
︑
宗
名
御
達
相
成
﹂
と
教
部
省
設
置
と
﹁
真
宗
﹂
名
公
許
と
な
っ
た
こ
と
を
祝
賀
す
る㉓

︒
東
本
願
寺
に
お
い
て
も
次
期

法
主
の
大
谷
光
瑩
︵
現
如
︶
が
教
部
省
設
置
を
﹁
実
ニ
昨
日
迄
ハ
予
モ
朝
旨
ノ
在
ル
処
ヲ
知
ラ
ズ
﹂
と
述
べ
る
も
︑﹁
仏
法
弘
通
ノ
時
節
到
来

イ
タ
シ
タ
事
ト
実
ニ
難
有
存
ズ
ル
﹂
と
の
賛
意
を
以
て
迎
え
ら
れ
た㉔

︒
他
宗
派
で
あ
る
曹
洞
宗
僧
侶
諸
嶽
奕
堂
も
﹁
鉄
然
儀
兼
而
畜
髪
官
員
に

相
成
候
て
探
索
致
度
存
心
の
処
﹂︑﹁
元
来
長
州
生
の
人
物
故
︑
長
藩
出
仕
の
官
員
皆
々
熟
懇
依
︑
精
密
に
探
索
被
致
候
様
子㉕

﹂
と
述
べ
る
な
ど
︑

設
置
に
は
長
州
閥
の
繫
が
り
か
ら
働
き
か
け
て
き
た
大
洲
の
功
績
が
あ
っ
た
こ
と
を
評
価
し
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
も
設
置
工
作
の
最
大
の
功
労

者
の
一
人
が
大
洲
で
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
︑
こ
の
西
本
願
寺
の
役
割
は
看
過
し
え
な
い
︒

教
部
省
設
置
後
も
︑
西
本
願
寺
は
未
だ
島
地
黙
雷
が
洋
行
で
不
在
に
す
る
な
か
︑
大
洲
鉄
然
ら
が
教
部
入
省
を
果
た
し
て
ゆ
く㉖

︒
大
洲
は
教
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部
省
首
脳
で
あ
っ
た
江
藤
新
平
と
親
和
的
な
関
係
に
あ
っ
た
と
さ
れ㉗

︑
前
述
し
た
旧
神
祇
省
と
左
院
の
対
立
で
江
藤
が
退
陣
し
た
後
も
江
藤
を

頼
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
六
月
五
日
に
は
大
洲
が
江
藤
へ
免
職
さ
れ
た
明
蓮
寺
石
舟
︵
木
下
靖
︶
の
復
帰
を
相
談
し
て
い
る
︒
そ

の
際
︑
大
洲
は
教
部
省
の
﹁
仏
法
御
活
用
之
御
趣
意
共
相
違
仕
候
様
奉
存
候
︑
且
教
部
省
之
盛
ニ
相
成
侯
所
以
ハ
布
教
之
実
効
ニ
在
リ㉘

﹂
と

﹁
布
教
之
実
効
﹂
を
不
可
欠
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
設
置
当
初
は
︑﹁
布
教
﹂
実
現
の
た
め
に
働
く
大
洲
が
江
藤
と
の
関
係
を
基
軸

に
︑
教
部
省
の
積
極
的
維
持
の
方
針
で
動
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
真
宗
贔
屓
の
教
部
省
政
策
が
必
ず
し
も
他
宗
派
の
仏
教
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
︒

例
え
ば
︑
僧
侶
の
肉
食
妻
帯
の
解
禁
に
対
し
て
は
︑
浄
土
宗
僧
侶
福
田
行
誡
が
教
部
省
に
布
告
の
取
り
消
し
を
求
め
て
︑﹁
仏
の
教
意
を
損
し

伝
法
の
甲
斐
無
之
候
段
︑
諸
宗
一
統
尤
悲
歎
仕
処
﹂
と
し
て
非
難
し
て
い
る㉙

︒
さ
ら
に
﹁
自
然
廃
仏
の
其
独
り
今
日
よ
り
濫
觴
申
す
こ
と
に
相

成
︑
一
同
迷
惑
仕
り
候
﹂
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
︑
必
ず
し
も
真
宗
が
仏
教
諸
宗
派
の
代
弁
者
で
あ
る
と
は
言
い
が
た
い
︒

①

明
治
五
年
三
月
二
八
日
付
田
邊
外
務
少
丞
・
渡
邊
外
務
少
記
宛
外
務
大
少
丞
報

告
︵﹁
本
朝
公
信
附
属
書
類

中
﹂
単
〇
〇
三
一
九
一
〇
〇
︑
国
立
公
文
書
館
所

蔵
︶︒

②

明
治
五
年
九
月
二
三
日
︵
太
陽
暦
︶
付
三
条
実
美
宛
岩
倉
具
視
書
簡
︵﹁
三
条

実
美
関
係
文
書
﹂
書
翰
の
部
一
九
一

三
七
︑
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所

蔵
︶︒

③

﹁
諸
官
進
退
状
﹂
第
五
巻
︑
明
治
五
年
二
～
三
月
︵
任
Ａ
〇
〇
〇
〇
五
一
〇
〇
︶︑

﹁
辞
令
録
﹂
明
治
五
年
︵
職
〇
〇
〇
七
九
一
〇
〇
︶︑
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︒

④

前
掲
高
木
博
志
﹁
神
道
国
教
化
政
策
崩
壊
過
程
の
政
治
史
的
考
察
﹂︑
五
三
頁
︒

⑤

三
条
公
行
実
編
輯
掛
﹁
教
則
未
定
稿
﹂︵
七
〇
三
三
〇
︑
宮
内
庁
宮
内
公
文
書

館
所
蔵
︶︑﹁
教
則
五
則
﹂﹁
教
則
案
﹂︵﹁
大
隈
文
書
﹂
Ａ
四
一
四
四
︑
Ａ
四
二
〇

三
︑
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
︶︒
前
者
は
﹁
神
祇
省
﹂
罫
紙
を
使
用
し
て
お
り
︑

三
条
実
美
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
︑
後
者
は
無
罫
紙
で
大
隈
重
信
の
手

許
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
原
文
は
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
教
則
案
﹂

の
み
は
読
み
下
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
を
引
用
し
た
︒

⑥

井
上
智
勝
﹁
明
治
維
新
と
神
祇
官
の
﹁
再
興
﹂﹂︵
島
薗
進
・
高
埜
利
彦
・
林

淳
・
若
尾
政
希
編
﹃
シ
リ
ー
ズ
日
本
人
と
宗
教

近
世
か
ら
近
代
へ
一

将
軍
と

天
皇
﹄︿
春
秋
社
︑
二
〇
一
四
年
﹀︑
一
七
六
頁
︶︒

⑦

﹁
教
導
職
制
同
教
諭
案
文
伺
附
布
告
伺
﹂︵﹁
公
文
録
﹂
明
治
五
年
・
第
五
三

巻
・
壬
申
三
月
～
六
月
・
教
部
省
伺
︑
公
〇
〇
六
七
六
一
〇
〇
︑
国
立
公
文
書
館

所
蔵
︶︒

⑧

教
部
省
御
用
掛
の
任
命
は
︑
鴻
雪
爪
が
四
月
一
二
日
︑
高
崎
五
六
が
四
月
九
日
︑

伊
地
知
正
治
が
四
月
二
〇
日
の
こ
と
で
あ
る
︵﹁
贈
位
内
申
書
﹂︿
贈
位
〇
〇
一
七

三
一
〇
〇
﹀︑﹁
辞
令
録
﹂
明
治
五
年
︿
職
〇
〇
〇
七
九
一
〇
〇
﹀︑﹁
内
史
日
録
﹂

明
治
五
年
︿
誌
〇
〇
〇
六
九
一
〇
〇
﹀︑
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︶︒

⑨

﹁
教
導
職
等
級
幷
三
ヶ
条
御
書
付
﹂︵﹁
官
符
原
案
・
原
本
・
第
三
﹂
単
〇
〇
二

一
三
一
〇
〇
︑
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︶︒

⑩

﹁
教
部
要
説
﹂︵﹁
吾
園
叢
書
﹂
二
六
︑
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︶︒
作
成
時
期
は
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文
中
に
出
て
く
る
三
条
教
則
制
定
の
四
月
二
八
日
か
ら
︑
門
脇
が
亡
く
な
る
八
月

九
日
ま
で
の
頃
だ
と
推
定
さ
れ
る
︒
本
史
料
は
左
院
中
議
官
細
川
潤
次
郎
の
旧
蔵

史
料
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
︑﹁
教
部
省
﹂
の
柱
書
の
あ
る
罫
紙
を
使
用
し

て
い
る
こ
と
か
ら
︑
教
部
省
内
で
作
成
さ
れ
た
後
︑
左
院
が
取
得
し
た
と
思
わ
れ

る
︒
小
中
村
清
矩
﹁
陽
春
蘆
蒐
集
録
﹂︵
東
京
大
学
附
属
総
合
図
書
館
所
蔵
︶
や
︑

大
洲
鉄
然
輯
﹁
筐
底
録
﹂
下
︵
本
願
寺
史
料
研
究
所
保
管
﹁
本
願
寺
文
書
﹂︶
に

も
異
本
を
収
め
る
こ
と
か
ら
︑
他
の
官
員
に
も
共
有
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
︒
小
中

村
清
矩
の
も
の
に
つ
い
て
は
︑
藤
田
大
誠
﹁
明
治
初
年
に
お
け
る
神
社
行
政
と
国

学
者
の
考
証
﹂︵
同
﹃
近
代
国
学
の
研
究
﹄
弘
文
堂
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
一
三
八
～

一
三
九
頁
︑
参
照
︒

⑪

明
治
五
年
六
月
一
五
日
付
岩
倉
具
視
宛
大
原
重
実
書
簡
︵﹃
岩
倉
具
視
関
係
文

書
﹄
五
︿
日
本
史
籍
協
会
︑
一
九
三
一
年
﹀︑
一
五
五
頁
︶︒

⑫

前
掲
高
木
博
志
﹁
神
道
国
教
化
政
策
崩
壊
過
程
の
政
治
史
的
考
察
﹂︑
五
三
～

五
四
頁
︒

⑬

﹁
新
設
内
務
省
議
﹂
所
収
︵﹁
宮
島
誠
一
郎
文
書
﹂
一
〇
〇
六
︑
国
立
国
会
図
書

館
憲
政
資
料
室
所
蔵
︶︒
作
成
年
月
日
は
不
明
で
あ
る
が
︑
文
書
冒
頭
に
﹁
明
治

五
年
三
月
四
月
五
月
﹂
と
あ
り
︑
江
藤

福
羽
と
左
院
と
の
対
立
が
顕
在
化
す
る

時
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

⑭

前
掲
﹁
神
祇
省
御
改
革
書
類

附
教
部
省
建
議
幷
章
程
﹂
所
収
︒
本
文
に
福
羽

美
静
を
指
す
﹁
美
静
﹂
印
の
あ
る
付
箋
が
付
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
一
つ
に
﹁
担
当

者
ノ
精
神
ト
ハ
何
事
ソ
ヤ
﹂︑﹁
高
崎
氏
へ
申
遣
候
事
﹂
と
非
難
し
た
箇
所
か
ら
高

崎
五
六
と
判
断
し
た
︒

⑮

明
治
五
年
五
月
三
〇
日
付
江
藤
新
平
宛
福
羽
美
静
書
簡
︵﹁
江
藤
新
平
関
係
文

書
﹂
Ｒ
�
二
〇
〇

一
八
︶︒
ま
た
︑
前
掲
﹁
神
祇
省
御
改
革
書
類

附
教
部
省

建
議
幷
章
程
﹂
所
収
の
高
崎
五
六
意
見
書
に
付
さ
れ
た
﹁
美
静
﹂
印
の
あ
る
付
箋

に
も
﹁
神
道
可
助
之
論
ハ
素
ヨ
リ
同
論
⁝
官
費
ヲ
仰
キ
官
給
を
以
て
神
道
ヲ
興
隆

せ
ハ
い
つ
ま
で
立
て
も
下
ノ
力
ニ
不
入
︑
興
亡
上
ノ
力
ニ
あ
る
へ
し
﹂
と
︑
福
羽

は
同
様
の
観
点
か
ら
高
崎
を
批
判
し
て
い
る
︒

⑯

︵
明
治
五
年
︶
五
月
二
〇
日
付
江
藤
新
平
宛
門
脇
重
綾
書
簡
︵﹁
江
藤
新
平
関
係

文
書
﹂
Ｒ
�
五
二

二
︶︒

⑰

︵
明
治
五
年
︶
五
月
二
一
日
付
江
藤
新
平
宛
三
条
実
美
書
簡
︵﹁
江
藤
新
平
関
係

文
書
﹂
Ｒ


一
〇
〇

一
︶︒

⑱

﹁
諸
官
進
退
状
﹂
第
七
巻
︑
明
治
五
年
五
～
六
月
︵
任
Ａ
〇
〇
〇
〇
七
一
〇
〇
︶︑

﹁
叙
任
録
﹂
明
治
五
年
一
～
五
月
︵
職
〇
〇
〇
〇
七
一
〇
〇
︶︑
国
立
公
文
書
館

所
蔵
︒

⑲

認
可
の
経
緯
は
︑
前
掲
﹃
白
華
教
部
省
雑
纂
﹄︑
一
〇
八
～
一
一
〇
︑
一
一
三

～
一
一
六
頁
︑
本
文
は
﹁
教
礎
﹂︵
本
願
寺
所
蔵
︶
よ
り
引
用
︒

⑳

前
掲
﹃
白
華
教
部
省
雑
纂
﹄︑
一
四
六
～
一
四
九
頁
︒
な
お
︑
明
治
五
年
に
︑

大
教
院
教
典
局
が
編
集
し
出
版
し
た
﹁
諸
宗
説
教
要
義
﹂
に
は
︑
仏
教
各
宗
が
三

条
教
則
へ
の
教
義
の
摺
り
合
わ
せ
を
行
っ
た
解
釈
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
真

宗
か
ら
は
こ
の
﹁
教
諭
大
意
﹂
の
付
属
書
を
編
集
し
て
採
録
し
て
い
る
︵﹁
諸
宗

説
教
要
義
﹂︿﹃
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
﹄
第
二
巻
︑
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
八
〇

年
﹀︑
二
五
四
～
二
六
五
頁
︶︒

㉑

︵
明
治
五
年
︶
三
月
二
六
日
付
大
隈
重
信
宛
大
谷
光
尊
書
簡
︵﹃
大
隈
重
信
関
係

文
書
﹄
三
︿
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
﹀︑
五
〇
～
五
一
頁
︶︒
年
欠
だ
が
︑
大

谷
光
尊
が
東
上
し
て
い
た
﹁
旧
冬
﹂
が
明
治
四
年
末
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
翌

年
の
明
治
五
年
と
推
定
で
き
る
︒

㉒

明
治
五
年
五
月
一
五
日
付
岩
倉
具
視
宛
三
条
実
美
書
簡
︵﹁
岩
倉
具
視
関
係
文

書
︿
岩
倉
公
旧
蹟
保
存
会
対
岳
文
庫
所
蔵
Ⅱ
﹀﹂
Ｒ
23
四
六

九
四
︑
北
泉
社
版

マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
︶︒

㉓

明
治
五
年
三
月
二
六
日
付
大
洲
鉄
然
宛
大
谷
光
尊
書
簡
︵﹁︵
山
口
県
大
島
郡
︶

覚
法
寺
文
書
﹂︶︒

㉔

﹁
壬
申
五
月
六
日
御
法
嗣
現
如
上
人
浅
草
御
坊
に
於
け
る
御
直
命
﹂︵
徳
重
淺
吉

﹁
明
治
初
年
に
於
け
る
東
西
本
願
寺
の
立
場
と
護
法
の
為
め
の
動
き
﹂︿
前
掲
同
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﹃
維
新
政
治
宗
教
史
研
究
﹄﹀︑
二
四
七
頁
︶︒
な
お
︑
原
本
の
所
在
は
不
明
で
あ

る
︒

㉕

明
治
五
年
四
月
一
二
日
付
永
光
・
芳
春
・
金
龍
各
老
古
錐
宛
奕
堂
書
簡
︵
大
本

山
総
持
寺
修
史
局
編
﹃
奕
堂
禅
師

附
書
翰
集
﹄︿
鴻
盟
社
︑
一
九
二
七
年
︑
一

九
七
八
年
復
刻
﹀︑
一
二
二
～
一
二
三
頁
︶︒

㉖

明
治
五
年
五
月
段
階
で
の
僧
侶
官
員
は
︑
次
の
通
り
︒﹇
七
等
出
仕
﹈
清
涼
寺

雪
爪
︵
禅
宗
︶︑﹇
一
〇
等
出
仕
﹈︑
本
印
寺
日
þ
︵
法
華
宗
︶︑
津
梁
院
徳
門
︵
天

台
宗
︶︑
普
門
院
実
海
︵
天
台
宗
︶︑
自
証
院
亮
栄
︵
天
台
宗
︶︑
蓮
光
寺
恵
隆

︵
浄
土
宗
︶︑
東
漸
寺
五
堂
︵
禅
宗
︶︑
青
松
寺
良
順
︵
禅
宗
︶︑
寿
命
院
道
暢

︵
古
義
真
言
宗
︶︑
妙
蓮
寺
石
舟
︵
真
宗
︶︑
浄
国
寺
徹
定
︵
浄
土
宗
︶︑
勝
授
寺

広
開
︵
真
宗
︶︑
明
蓮
寺
淡
雲
︵
真
宗
︶︑
本
誓
寺
白
華
︵
真
宗
︶︑
報
恩
寺
性
典

︵
真
宗
︶︑
覚
宝マ

マ

︵
法
︶
寺
鉄
然
︵
真
宗
︶︑
万
法
寺
遊
界
︵
真
宗
︶︑
東
漸
寺
豊

丹
︵
浄
土
宗
︶︑
仰
明
寺
専
教
︵
真
宗
︶︑
三
宝
寺
弁
玉
︵
浄
土
宗
︶︑﹇
一
二
等
出

仕
﹈︑
増
上
寺
徒
弟
恭
運
︵
浄
土
宗
︶︑︵﹃
教
部
省
日
誌
﹄
第
一
号
︑
明
治
五
年
四

月
︿﹃
日
本
初
期
新
聞
全
集

補
巻
一
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
九
七
年
﹀︑
二
〇
二

頁
︶︒
還
俗
し
た
鴻
雪
爪
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
︑
こ
れ
を
見
る
と
東
西
本
願

寺
を
含
む
真
宗
は
八
名
︵
二
一
名
中
︶
が
入
省
し
最
大
勢
力
で
あ
っ
た
︒

㉗

前
掲
阪
本
是
丸
﹁
日
本
型
政
教
関
係
の
形
成
過
程
﹂︑
四
三
頁
︒

㉘

︵
明
治
五
年
︶
六
月
五
日
付
江
藤
新
平
宛
大
洲
鉄
然
書
簡
︵﹁
江
藤
新
平
関
係
文

書
﹂
Ｒ
�
三
五

二
︶︒
そ
の
後
石
舟
の
復
帰
が
実
現
し
︑
大
洲
は
江
藤
へ
﹁
内

願
仕
候
妙
蓮
寺
石
舟
︑
一
昨
十
五
日
十
等
出
仕
拝
命
仕
候
︑
同
人
ハ
固
小
生
迄
︑

御
寵
遇
拝
謝
無
地
奉
存
候
﹂
と
の
礼
状
を
書
き
送
っ
て
い
る
︵︿
明
治
五
年
﹀
六

月
一
七
日
付
江
藤
新
平
宛
大
洲
鉄
然
書
簡
︿﹁
江
藤
新
平
関
係
文
書
﹂
Ｒ
�
三
五

三
﹀︶︒

㉙

﹁
建
白
並
垂
訓
﹂︵
梶
寶
順
編
﹃
行
誡
上
人
全
集
﹄
仏
教
学
会
︑
一
八
九
九
年
︶︑

三
〇
四
頁
︒
布
告
に
反
対
す
る
僧
侶
総
代
ら
が
教
部
省
に
押
し
か
け
て
︑
鴻
雪
爪

に
対
し
て
﹁
此
売
僧
奴
﹂
と
迫
る
一
幕
も
あ
っ
た
と
い
う
︵
的
野
半
介
﹃
江
藤
南

白
﹄
上
︿
原
書
房
︑
一
九
六
八
年
﹀︑
六
三
四
頁
︶︒
そ
の
﹁
首
班
﹂
は
﹁
知
恩
院

住
僧
﹂
と
あ
る
の
で
︑
恐
ら
く
行
誡
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

お

わ

り

に

明
治
初
期
の
政
教
関
係
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
は
︑
西
本
願
寺
で
あ
っ
た
︒

本
稿
の
内
容
を
一
言
で
い
う
な
ら
ば
︑
こ
の
よ
う
に
表
現
で
き
よ
う
か
︒
本
稿
で
は
教
部
省
設
置
前
後
を
通
じ
て
︑
西
本
願
寺
が
教
団
組
織

と
し
て
政
治
の
世
界
へ
の
傾
斜
を
深
め
る
様
相
を
明
ら
か
に
し
た
︒
こ
れ
ま
で
仏
教
の
代
表
者
と
し
て
島
地
黙
雷
ば
か
り
が
注
目
を
浴
び
て
き

た
が
︑
西
本
願
寺
と
い
う
組
織
の
政
治
的
役
割
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒
島
地
黙
雷
の
教
部
省
設
置
建
議
だ
け
で
な
く
︑
大

洲
鉄
然
の
よ
う
な
僧
侶
も
政
治
家
へ
の
接
触
を
試
み
る
な
ど
︑
西
本
願
寺
が
水
面
下
で
政
治
へ
関
与
す
る
素
地
を
用
意
し
て
い
た
こ
と
が
浮
か

び
上
が
っ
た
︒
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
以
上
に
︑
西
本
願
寺
の
僧
侶
が
積
極
的
に
政
治
過
程
に
関
与
し
て
︑
教
部
省
設
置
が
実
現
し
た
の
で

教部省設置前後の政治過程と西本願寺（�岡）
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あ
る
︒

彼
ら
真
宗
僧
侶
が
活
動
し
え
た
原
動
力
は
︑
そ
れ
を
容
認
し
た
教
団
組
織
の
長
た
る
法
主
大
谷
光
尊
︵
明
如
︶
の
存
在
で
あ
っ
た
︒
教
団
に

と
っ
て
︑
宗
祖
親
鸞
の
法
燈
と
血
脈
を
受
け
継
ぐ
法
主
の
立
場
や
権
限
が
大
き
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
法
主
の
主
体
性
に
つ
い
て
も
こ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
西
本
願
寺
と
い
う
組
織
を
考
え
た
場
合
に
は
看
過
し
え
な
い
︒
法
主
の
指
示
や
意
向
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
︑
教
団
の
意
思
決
定
と
し
て
国
家
へ
の
恭
順
姿
勢
を
示
す
真
俗
二
諦
と
い
う
教
学
的
な
理
解
を
採
用
し
た
こ
と
も
︑
時
代
の
潮
流

に
乗
る
こ
と
を
容
易
に
し
た
重
要
な
点
で
あ
る
︒

無
論
︑
前
述
の
通
り
こ
れ
ま
で
に
も
真
宗
の
政
策
的
主
体
性
を
重
視
す
る
見
解
も
あ
る
が①
︑
こ
れ
は
﹁
国
家
神
道
﹂
形
成
の
一
齣
と
し
て

﹁
神
道
非
宗
教
論
﹂
を
唱
え
た
島
地
黙
雷
の
役
割
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
西
本
願
寺
が
自
由
布
教
の
実
現
と
い
っ
た
個
別
課
題
を
政
策

へ
反
映
す
る
た
め
に
政
治
過
程
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
︒
政
教
関
係
上
重
要
な
点
と
し
て
は
︑
政
治
力
さ
え
あ

れ
ば
︑
教
団
が
政
策
に
容
喙
で
き
る
途
を
切
り
開
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
だ
が
政
策
主
体
と
し
て
の
西
本
願
寺
の
役
割
は
︑
必
ず
し
も
先
行
研
究

で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
な
仏
教
者
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
︒
即
ち
︑
真
宗
は
仏
教
諸
宗
派
と
一
線
を
画
し
て

行
動
し
て
い
た
こ
と
か
ら
う
ま
く
連
携
し
て
い
た
と
言
い
が
た
く
︑
仏
教
教
団
の
な
か
で
も
特
殊
な
存
在
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
真
宗

以
外
の
仏
教
諸
宗
派
が
︑
肉
食
妻
帯
の
公
許
に
よ
っ
て
仏
教
の
戒
律
を
否
定
さ
れ
た
と
捉
え
た
よ
う
に
︑
む
し
ろ
﹁
仏
教
の
真
宗
化
﹂
が
進
ん

だ
側
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る②
︒
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
︑﹁
仏
教
﹂
と
一
括
り
せ
ず
に
︑
各
宗
派
ご
と
の
影
響
力
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
西
本
願
寺
の
政
策
的
主
体
性
を
認
め
る
視
点
か
ら
は
︑
本
論
で
述
べ
た
教
部
省
設
置
前
後
の
政
治
過
程
を
次
の
よ
う
に
理
解
で

き
る
︒
神
祇
大
輔
福
羽
美
静
や
左
院
副
議
長
江
藤
新
平
な
ど
の
政
治
的
役
割
は
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
が
︑
そ
れ
も
真
宗
僧
侶

と
の
関
係
に
規
定
さ
れ
て
教
部
省
に
仏
教
を
取
り
込
む
方
向
に
収
斂
す
る
︒
し
か
も
︑
本
論
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑
島
地
黙
雷
ら
真
宗
僧

侶
が
最
も
頼
り
に
す
る
木
戸
孝
允
が
洋
行
で
不
在
に
す
る
な
か
︑
太
政
大
臣
三
条
実
美
や
参
議
大
隈
重
信
が
西
本
願
寺
の
意
を
汲
ん
で
︑
政
治

的
に
暗
躍
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
も
理
由
な
く
依
怙
贔
屓
し
て
い
た
の
で
は
な
く
︑
キ
リ
ス
ト
教
対
策
で
の
期
待
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
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あ
る
︒
そ
う
し
た
動
き
に
反
発
し
て
い
た
の
が
︑
伊
地
知
正
治
と
い
っ
た
薩
摩
藩
出
身
政
治
家
が
占
め
る
左
院
で
あ
っ
て
︑
自
ら
教
部
省
設
置

を
要
求
し
な
が
ら
︑
太
政
大
臣
三
条
実
美
の
意
思
決
定
を
阻
む
存
在
と
な
っ
た
︒
表
面
的
に
は
︑
政
府
要
路
に
お
い
て
教
部
省
を
設
立
し
て
キ

リ
ス
ト
教
対
策
を
講
じ
る
こ
と
で
一
致
し
な
が
ら
も
︑
水
面
下
で
は
神
宮
東
京
遷
座
な
ど
の
宗
教
的
な
神
道
観
に
基
づ
く
祭
政
一
致
を
目
指
す

左
院
と
︑
自
由
布
教
を
求
め
る
真
宗
勢
力
の
せ
め
ぎ
あ
い
が
あ
っ
た
︒
混
迷
を
深
め
る
状
況
だ
か
ら
こ
そ
︑
教
部
省
は
教
化
政
策
の
指
導
に
立

ち
入
ら
ず
︑
あ
く
ま
で
名
目
上
に
お
い
て
社
寺
の
事﹅

務﹅

を
司
る
官
省
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

教
部
省
設
置
と
い
う
政
府
の
宗
教
政
策
の
要
に
関
与
し
た
と
い
う
西
本
願
寺
の
成
功
経
験
は
︑
明
治
初
期
の
政
教
関
係
を
見
る
上
で
重
要
な

起
点
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒
そ
の
点
で
は
︑
宗
教
勢
力
の
政
治
力
を
競
う
時
代
に
突
入
し
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
他
の

宗
教
組
織
に
と
っ
て
西
本
願
寺
に
よ
る
政
治
力
学
を
目
撃
し
た
こ
と
が
︑
そ
の
後
の
宗
教
組
織
を
取
り
巻
く
環
境
を
規
定
す
る
の
か
否
か
ま
で

は
即
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
例
え
ば
︑
江
藤
新
平
は
本
論
で
述
べ
た
西
本
願
寺
の
大
洲
鉄
然
だ
け
で
は
な
く
︑
東
本
願
寺
も
江
藤
を
頼
り
︑

江
藤
が
欧
州
視
察
を
強
く
勧
め
る
関
係
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る③
︒
東
西
本
願
寺
を
と
も
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
︑
特
定
の
宗
派

に
限
ら
ず
︑
宗
教
組
織
を
懐
柔
し
よ
う
と
す
る
政
治
家
側
の
し
た
た
か
さ
を
示
唆
す
る
も
の
で
︑
更
な
る
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
︒

以
上
の
こ
と
を
検
証
す
る
に
は
︑
教
部
省
設
置
後
の
動
向
を
見
て
ゆ
く
こ
と
が
当
面
の
課
題
と
な
る
︒
教
部
省
設
置
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
欧

州
か
ら
帰
国
し
た
島
地
黙
雷
が
政
教
分
離
論
を
主
唱
す
る
こ
と
で
︑
西
本
願
寺
や
政
治
家
が
如
何
よ
う
に
政
教
問
題
へ
と
関
わ
っ
て
い
く
の
か
︑

他
宗
派
の
反
応
も
含
め
て
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
明
示
で
き
な
か
っ
た
が
︑
教
団
組
織
の
内
外
の
構
造
を
解
明
し

て
ゆ
く
こ
と
が
鍵
と
な
る
︒
今
後
︑
近
代
日
本
の
政
治
と
宗
教
組
織
と
の
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
な
様
相
を
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
︑
大
き
な
課

題
で
あ
る
︒

①

前
掲
新
田
均
﹃
近
代
政
教
関
係
の
基
礎
的
研
究
﹄︑
三
四
二
頁
︒

②

中
村
生
雄
﹃
肉
食
妻
帯
考

日
本
仏
教
の
発
生
﹄︵
青
土
社
︑
二
〇
一
一
年
︶︑

一
六
〇
～
一
六
四
頁
︒

③

前
掲
谷
川
穣
﹁
維
新
期
の
東
西
本
願
寺
を
め
ぐ
っ
て
﹂︑
二
三
三
～
二
三
四
頁
︒

東
本
願
寺
と
江
藤
新
平
と
の
関
係
や
明
治
五
年
九
月
に
出
発
す
る
東
本
願
寺
の
欧

州
視
察
に
つ
い
て
は
︑
中
西
直
樹
﹁
明
治
前
期
・
真
宗
大
谷
派
の
海
外
進
出
と
そ

教部省設置前後の政治過程と西本願寺（�岡）
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の
背
景
﹂︵
同
﹃
植
民
地
朝
鮮
と
日
本
仏
教
﹄
三
人
社
︑
二
〇
一
三
年
︶︑
川
邉
雄

大
﹁
明
治
期
に
お
け
る
東
本
願
寺
の
清
国
布
教
﹂︵
同
編
﹃
浄
土
真
宗
と
近
代
日

本

東
ア
ジ
ア
・
布
教
・
漢
学
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
六
年
︶
に
詳
し
い
︒

︹
付
記
︺

本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
︑
史
料
調
査
で
は
覚
法
寺
︵
山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
町
︶︑
本
願
寺
史
料
研
究
所
の
皆
様
に
多
大
な
ご
協
力
を
賜
り
ま

し
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
深
甚
の
謝
意
を
表
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

︵
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内
公
文
書
館
︶
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permitted the participation of samurai who were not gokenin to serve as

banyaku, and they were treated as equivalent of the gokenin. In this way, in

this paper I have argued from the reality of the banyaku that gokenin system

was expanded. The possibility arose of eliminating the gap between the

Tōgoku and Saigoku gokenin, which was demonstrated in the first section of

this paper, but this was put off by the bakufu and the differences were

preserved.

I believe that in the above I have been able to clarify the regional

characteristics of the gokenin system and an aspect of the changes in each

historical period by concretely examining the banyaku.

The Political Process before and after the Establishment of

the Kyōbushō (Ministry of Religions) and Nishi Hongwanji Temple:

Rethinking the Relationship between Politics and Religion

by

TSUJIOKA Takeshi

The Kyōbushō (Ministry of Religions) was formally established as the

government organ to administer religious affairs on the 14
th
day of the third

month of Meiji 5 (1872). In this paper I highlight an aspect of the relationship

between politics and religion during the early stage of the Meiji era by

tracing the political process in establishing the Kyōbushō. In doing so, I

focus on the political role of Hongwanji as an organization, which has been

overlooked in previous scholarship.

The paper can be summarized in the following manner.

Beginning with the initial request by Shimaji Mokurai, a Nishi-Hongwanji

monk, for the establishment of the Kyōbushō in the ninth month of Meiji 4,

active debate regarding the reorganization religious system took place

among government leaders, the Saiin, the Jingishō and others. Senior

Undersecretary for Kami Affairs (Jingi Daiyu) Fukuba Bisei and Deputy

Head of the Sain Gotō Shinpei focused their position in the direction of
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incorporating Buddhism with the establishment of a Kyōbushō as they were

prescribed by their relationship with the Shinshū monks. As a result, Saiin

deliberations in the 12
th

month of the same year decided on the

establishment of the Kyōbushō as a policy measure to deal with the issue of

Christianity, and the views of Gotō and Shimaji thus appeared to coincide.

Then in the first month of Meiji 5, there was an official inquiry issued by

the Daijōkan to the Gaimushō, Hyōbushō, and Monbushō regarding the

establishment of the Kyōbushō and a thoroughgoing investigation began. As

regards Nishi Hongwanji, while Shimaji Mokurai was traveling in the West

and absent from the scene, Chief Abbot (Hōshu) Ōtani Kōson and Ōshū

Tetsuzen worked behind the scenes to plan the establishment. Furthermore,

as Kido Takayoshi, on whom the Shinshū monks most relied, was also

absent, Grand Minister of State (Daijōdaijin) Sanjō Sanemi and Counselor

(Sangi) Ōkuma Shigenobu represented the views of Nishi Hongwanji,

operating politically behind the scenes. In contrast to this, leadership of the

Saiin, in the person of Ijichi Masaharu a politician from Satsuma, who, while

seeking the establishment of the Kyōbushō himself, blocked the decision of

Daijōdaijin Sanjō Sanemi. Though worried that it violated the agreement

made with the Iwakura Mission and also of criticism by foreign

governments, the rump government with Sanjō Sanemi and Ōkuma Shignobu

who counted on the Shinshū sect ultimately pushed through the

establishment of the Kyōbushō.

On the basis of the above, this paper has clarified aspects of the deepening

tendency of Nishi Hongwanji as a religious organization to become involved

in the world of politics through an examination of the period of the

establishment of the Kyōbushō. Within the process involving the establishing

of the Kyōbushō, on the surface government officials seemed to be in

agreement in forming a policy in response to Christian issue by establishing

the Kyōbushō, but beneath the surface, there was a struggle between the

Saiin, which aimed at government unanimity based on a Shintoist view as

seen in the transfer of Ise Jingū to Tokyō, and Shinshū powers that sought

freedom of proselytization. More than previously realized, the monks of Nishi

Hongwanji were actively involved in the political process and thus the

Kyōbushō was established. The significance should be located in the fact

that Nishi-Hongwanji held great influence in political relations during the

early Meiji period.
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